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様式第２（第５条関係） 

会議録 

 

１．附属機関の名称 

  犬山市自殺対策推進協議会 

 

２．開催日時 

  令和７年２月 19日（水）午後１時 30分から午後３時まで 

 

３．開催場 

  市民健康館さら・さくら 201会議室 

 

４．出席者 

  （１）委 員  

     兼松克己、黒川淳一、緒方未輝子、粥川遼、清水美和、糸井川三保子、髙木潔、 

     渡辺啓司、松岡玲奈 

  （２）事務局 

健康推進課（水野嘉彦課長、野村潤子統括主査、河村佐久良統括主査、 

古谷希主任主査、中根久美主任主査、松本優奈主査補） 

      

５．議題 

   「第２次犬山市自殺対策計画」最終案について（答申） 

   （協議事項） 

    「第２次犬山市自殺対策計画」概要版について 

 

６．傍聴人の数 

    ０人  
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７．内容    

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

これより令和 6 年度第 3回犬山市自殺対策推進協議会を開催いたします。委員の皆

さまにおかれましては、ご多用の中、ご出席いただき誠にありがとうございます。私

は健康推進課長の水野と申します。議事に入るまでの進行を務めさせていただきま

す。 

本日の出席者についてご報告申し上げます。本日、ご都合により、野呂委員、宮地委

員、渋谷委員、伊藤委員が欠席との連絡をいただいております。委員 13 名のうち、９

名の委員にご出席いただいております。当協議会規則第 4 条第 3 項により、本日の

協議会は成立となります。 

続いて、配布資料の確認をさせていただきます。 

本日の会議資料は、事前に配布させていただいております。 

①「次第」 

②「犬山市自殺対策推進協議会委員名簿」 

③「犬山市自殺対策推進協議会規則」 

④「第２次犬山市自殺対策計画（最終案）」（資料１） 

⑤「第２次犬山市自殺対策計画（概要版）」（資料２） 

⑥「地域自殺実態プロファイル 2024年更新版（概要）」（資料３） 

 

以上となっております。不足等ございましたらお申し出ください。この会議は、犬山市

附属機関の会議の公表に関する要綱第５条第３項により会議録等を公表することと

なっておりますので、ご了承ください。 

また、会議録につきましては、委員２名による署名が必要となりますので、黒川会長が

指名したお２人の委員には後日ご署名をお願いします。 

それではここからの進行は、当協議会規則第４条第２項の規定に基づき会長が議長と

なりますので、黒川会長にお願いしたいと思います。 

 

お寒い中お越しいただきありがとうございます。協議に入る前に、会議録にご署名い

ただく方を指名したいと思います。今回の会議録のご署名については、清水委員と渡

辺委員のお２人にお願いしたいと思っております。 

では、次第に沿いまして、協議事項に入ってまいります。事務局から午後３時を目安に

会議を終了したいと伺っておりますので、ご協力をお願いいたします。 

それでは次第２「「第２次犬山市自殺対策計画」（最終案）について（答申）」事務局から

ご説明をお願いします。 

 

【資料１ 第 2次犬山市自殺対策計画（最終案）について説明】 

 

ただ今、事務局の方から説明いただきましたが、質問はよろしかったでしょうか。で

は、この最終案をもって、市長に答申したいと思いますが、いかがでしょうか。 

〈異議なし〉 
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会長 

 

 

事務局 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございます。それでは、こちらの案をもって市長に答申させていただきた

いと思います。 

 

それでは、答申へ移らせていただきます。黒川会長より市長への答申をお願いしたい

と思います。 

 

令和7年2月１９日犬山市長原欣伸様。犬山市自殺対策協議会会長 黒川でございま

す。 

答申書 令和6年8月21日付犬健第459号で諮問のあった第2次犬山市自殺対

策計画について、本協議会において慎重に審議を行いました結果、別添のとおり取り

まとめましたので、答申いたします。 

今後の計画推進にあたっては、本協議会での思いを十分に踏まえ、この計画を市民と

共有し、市民と行政との協働により、目指すまちの姿の実現に向けた取組を要望いた

します。 

 

それでは、続きまして、市長からごあいさつをお願いしたいと思います。 

 

皆さん、改めましてこんにちは。黒川会長、そして兼松副会長をはじめ、委員の皆さま

には慎重に、そして熱心にご審議を重ねていただきました。そして今、黒川会長から

答申をいただきました。委員すべての皆さまに心から感謝を申し上げます。まさに皆

さまが議論を重ねてくださった心と思いが、この答申、そして計画づくりにつながっ

たと思っています。 

本当に自殺というのは、私たち行政にとってデリケートでありながら、向き合ってい

かなければならない非常に重要な施策だと思っています。きっとこの中にもまとめて

いただいているとは思いますが、簡単に弱音を吐いていいんだよ、なんでも言っても

いいんだよ、という犬山の社会づくりが必要だと思っています。前の新聞記事です

が、すごい公表をしたと思ったのが江戸川区です。江戸川区が、自殺をされた方が生

前、江戸川区の区役所に何らかの形でかかわっていたかどうかという確認をしまし

た。すると、どれくらいの方が生前、区と関わっていたかというと、8 割ほどの方が区

と関わり合いを持っていたということでした。ということは、なかなかその方の心の

叫び声は聞こえなかったかもしれないけれども、区としてつながっていたということ

は数字として示されています。 

犬山市も 10 人ほどということでありますが、私自身もその辺りが気になったところ

であり、今後どうあるべきかを、犬山としても考えていくきっかけにしていかなけれ

ばならないと思っています。自殺があるということは、犬山の暮らしづらさがあって、

命を落とすのだと思っています。孤独がダメなんだと思っています。その中で、以前

聞いた言葉を思い返すと、孤独ってどこにあると思いますか、と聞かれました。孤独

は山の中にあるのではなくて、まちにあるんだよ、と言われました。孤独は一人の人

間の中にあるのではなくて、大勢の人間の中にある。だから、孤独をつくったのは人
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間だから、孤独を解消するのも人間なんだ、と言われました。まさにその通りだと思っ

ています。そして、ヨーロッパの言葉に子どもの叫び声が聞こえなくなった国が滅ぶ、

という言葉があるということも聞きました。私たちは、そうした生きづらさを感じてい

る皆さまの思いと心の叫びをどう受け止めていくのかを考えていかなければならな

いと思っています。すごく難しい。簡単なようでとても難しい大きな課題です。でも、

それに寄り添う、向き合っていかなければ、自殺は増えることはあっても減ることは

ないと思っています。なぜならば、計画をつくっている、達成していると言ったって、

毎年 2 万人以上の方が亡くなっているのは変わらない。ということは、まだまだ足り

ないことがたくさんある。私たち行政として、皆さまと一緒になってやっていかなけ

ればならないことがたくさんあるいう認識のもと、これから自殺対策を皆さまと一緒

に考えていかなければならないと思っています。 

自殺とは関係ないですが、そうした思いにつなげたいという考えが。犬山は、昨年の

夏に、小学 1年生の女の子が虐待によって命を落とす本当に悲しい事案が発生しまし

た。だから、犬山としては来年度、子どもの権利条例をつくっていきたいと思ってい

ます。 

そこに込めた思いというのは、ただ条例をつくるのではなく、子どもたちの権利を大

切にしながら、子どもたちの声を聞く場をいろいろ考えていきたいと思っています。

子どもたちにアンケートを取って、子どもたちの声を聞いて、子どもたちの思いが形

になるような、簡単ではないけれども、そんな権利条例がつくれないか、という思い

を持ちながら、来年度 1 年間かけて、子育て支援の皆さまを中心に条例をつくり上げ

ていきたいと思っています。 

その中に込められた思いは何かというと、子どもたちの命は徹底的に犬山は守って

いくんだ、ということと、子どもたちを健全に健やかに犬山は育てていくという思い

と、子どもたちの最善の利益を大人も含めて皆で考えて犬山の社会をつくっていき

たいという思いで、条例をつくり上げていきたいと思っています。 

そして、申し上げたように、子どもの声を聞く場をつくることによって、子どもたち

が、なんでも犬山の大人たち、犬山の人たちに弱音を吐いていいんだよ、なんでも言

っていいんだよ、というきっかけづくりとなって、またそれが全体に、自殺予防につな

がっていくようなきっかけになればよいとも思っています。 

そんな思いで、大切な命を、辛いときに失ってしまうのは簡単なことなのかもしれま

せん。でも、逆に、最善の喜びを知らずして命を落とすことを少しでも防ぎたい。 

皆さまとそんな思いを同じくして、このいただいた答申をもとにこれからの計画づく

りに反映をしていきたいと思っています。 

改めて、慎重に熱心にご議論を重ねていただいた皆さまに心から感謝を申し上げ、皆

さまの思いをこれから形にしていきたいと思っておりますので、これからもご指導賜

りますようにお願いを申し上げて、御礼のごあいさつに代えさせていただきます。ど

うぞこれからもよろしくお願い申し上げます。 

 

市長、ありがとうございました。申し訳ございませんが、ここで市長は公務のため退席
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事務局 

 

 

 

 

事務局 

 

 

会長 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

事務局 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

させていただきます。 

 

〈市長が退席〉 

 

では、答申は以上となりますので、この後の進行については黒川会長にお返しします

ので、よろしくお願いします。 

 

それでは続きまして、次第 3 に入ってまいります。協議事項「「第 2 次自殺対策計画」

（概要版）について」、事務局の方から説明をお願いいたします。 

 

【資料２ 第 2次犬山市自殺対策計画（概要版）について説明】 

 

ご説明ありがとうございます。何かご意見等はございますでしょうか。確かに、分厚い

となかなか手にしていただけないので、概要版をつくっていただけて嬉しいと思って

います。どれぐらい配布予定でいらっしゃいますか。 

 

1,000 部印刷予定にしておりますので、関係者の方々に早い段階でお配りさせてい

ただきたいと考えています。 

 

イベントなどで配るのでしょうか。関係者団体にお配りするのでしょうか。 

 

民生委員さんや学校関係の方などを想定しています。また、ホームページには本編と

概要版を掲載予定にしております。 

 

記載内容の表現についてですが、全て本編の最終案をそのまま引用されていると思

うのですが、3頁の基本方針3の市民・地域の取組の3点目の「誰もが気軽に集まれ

る居場所や社会参加をする機会」とありますが、本編は「社会「に」参加をする機会」と

あり、１字脱字があるため、どちらかに統一していただくとよいと思ったのが 1 点で

す。あと、関係者向けに配布されるというお話でしたが、もし市民に配布するようなこ

とがあるのであれば、市民・地域の取組の部分をもう少し強調して、目に入るような、

例えばフォントを少し大きくするとか、ゴシック体にするとかして、ポイントがもう少し

浮かんで見えてくるような形にしていただくと、より見やすくなるのかと思いました。 

 

この後の誤字などに関して、見つかりましたら、ご一報いただければと思います。市民

向けについて、今のところ、関係者団体というところがありましたが、当然、関係者よ

り市民に対する計画づくりですので、その辺りについては、もう一度検討していきた

いと思います。 

 

検討していただければと思います。他はいかがでしょうか。 
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会長 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

小学校、中学校の方にはいつ配布予定ですか。 

 

時期については、3 月に印刷、製本できまして、スタートが 7 年度 4 月からになりま

すので、早めに。例えば養護教諭の先生方のお集まりになる機会や、自殺対策の計画

とともに今、健康の計画をつくっておりまして、同時に、同じように概要版の周知がで

きればと思っております。どういった機会に学校の方に配布させていただくかご相談

させていただきたい。 

 

養護教諭が集まる場で概要版を配布しますと周知していただいて、各学校の方にこ

れが届いた段階で、クラスごとにそれぞれ児童生徒 1 人に１部というような形になる

のでしょうか。よくわかりませんが、そういう形での配布なのか、それとも、最近、学校

の方は tetoru（テトル）というアプリを使っていて、極力ペーパレスで、学年通信や学

校通信を電子データで送ったりしているということもあるため、いろいろなやり方が

あると思いますが、いつ頃されるのか、どういう方法で周知や配布をするのか。その

辺りのところの事務局の段取りなども事前に教えていただきたい。年度終わりと年度

始めは学校関係はかなりバタついているため、タイミングを図っていただいて、よい

タイミングで周知徹底をしていただきたい。配られない児童や生徒がいては一大事で

すので、学校を休んでいる子とか、特に不登校児童生徒については年度をまたいで学

校に来ることができない子たちもいるため、そういう子たちにも確実にこういったも

のがお届けできるように、タイミングと方法については一度検討いただけるとありが

たいです。 

 

学校の授業の関係や、自殺に関しては夏休み明けが多いというところもありますの

で、その辺りも加味しながら、配布の時期などはご相談させていただきたいと思いま

す。 

 

せっかくですので、柔軟に対応していただければと思っています。これまでいただき

ましたご提案や修正するべき点など、細かなところはあろうかと思いますので、修正

等につきまして、会長と事務局の方に一任していただくというような形で委員の先生

方にご承認いただきたいと思っております。よろしいでしょうか。それでは、次第の 4

「その他」について事務局の説明をお願いします。 

 

【資料３ 地域自殺実態プロファイル 2024年更新版（概要）について説明】 

 

こういったグラフで見るとよくわかります。子どもが圧倒的に少なくなっている。代わ

りに、70 歳代のご高齢の方が非常に目立っていて、愛知県のトレンドとも少しずれて

いるのだとは思います。ターゲットがはっきりしているような気がしているため、この

辺りも次回から施策の中に反映していくのかとは思いいます。いかがでしょうか。質
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問はございません様子ですし、少しお時間を残していただけましたので、平成 31 年

から、この犬山市自殺対策推進協議会がスタートしてまいりまして、２次改定を進めて

おり、答申に至ったわけでございますが、ずっと参加させていただいている身として

は、やはり、０ベースは難しくて、１ケースはどうしても出てしまうだろうと思います。

どうも今の話を聞いていますと、年配の方について、今一度改めて、テコ入れという

か、厚くしていく必要があるのかと思っております。若年者の方は非常に少なくて、こ

れは学校の先生方なども一生懸命やっておられる教育の成果だと思っておりますけ

れども、やはりやるべきことをやれば、ちゃんと成果が出るのだなという実感に至っ

ております。 

なんとか手を緩めないような形で進めていきたいと思っています。せっかくですの

で、先生方から一言ずついただけるとよいかと思っています。 

 

本当に膨大な情報を素敵にまとめていただいてよかったです。やはり自殺というとこ

ろをテーマにすると、本当にいろいろなケースを思い出して、喉が詰まるというか、苦

しいことを思い出しつつあったのですが、先日も、急性期の病院との連携の会議の中

で、本当に精神科につなぐことが困難だというお話を受けております。つなぐことが

困難であって、オーバードーズをして、救急で運ばれた方が 1 週間後に今度は首をつ

って運ばれてくるという中で、もっと窓口を広げてくれと、昨日、急性期の病院の方か

らも言われております。ただ、日々の支援の中で、死んで解決したいと考える方に寄

り添うのは、我々専門職でも本当に苦しくて、これが唯一最上の解決策だと思ってお

られる方に対して、そこをどうかやめてくれ、それをしない方法を考えて一緒にやって

いこうというのが、本当に一番酷なことを強いている。 

今回、この概要版がいいなと思ったのは、先達ての会議の中でもゲートキーパーのこ

とが話題に上がっていたと思います。ある意味、病院につながっていても、自死をさ

れる方は結構いらっしゃって、本当に辛いところではあるのですが、病院や専門職の

スタッフが寄り添うということは、多分当事者の方たちにとってある意味当たり前な

んですね。ですので、想定外の当事者の方が寄り添っていないと思う対応をしたとき

の苦情やクレームは本当にすごく大きなものをいただきますが、そうではない一般の

方、先ほど市長さんのお話にもありましたが、集団の中で孤独を感じる中で、専門職

ではない人が寄り添えた対応ができたときに、その人はそこでつながって生きていく

力をまた見つけられるのかと思うので、今回、概要版の中に素敵にゲートキーパーの

お話が入っているのはいいなと思って、資料を拝見しておりました。 

厚労省の方から出ているポケット版も、ポケットに入るサイズで工夫されていると思

いますが、学校でも配られるということで、やはり一目で見て、小学生の子が見ても

わかりやすくまとめられているのが対策としてはすごく有効じゃないかと思って見て

おりました。 

精神科病院も、自殺対策は本当に我が事であると考えていますので、また皆さんから

のご要望などをいただけたらと思います。善処したいと思っております。 

まず、事務局の皆さまにおかれましては、緒方委員も言われましたが、素敵にまとめ
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ていただいてありがとうございました。 

社会福祉協議会としましては、生活困窮者の自立相談支援ですとか資金貸付など、生

活に困っている方への支援メニューをいくつか取り組んでおりまして、こうやって自

殺者の特徴を見ますと、まさに相談に来られるような方に当てはまります。ですので、

やはり社協としましても、防波堤に、少しでも力になれるように、皆さま、関係機関と

連携しながら取り組んでいきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

 

今回の自殺対策の計画、概要版を含めて、すごく可愛らしくなった。自殺という言葉

の重みに引っ張られてしまうと、なかなか目に留まりづらい、開いていただきにくい

ところが、すごくソフトな感じで手に取っていただきやすい形になって本当によかっ

たと思います。 

資料 3 の更新版で新しい情報を提供いただいて、犬山市さんは昨年度 10 人と出て

います。江南保健所は犬山市さんを含む３市２町を管轄しているのですが、５市町も

暫定値でいくと昨年を上回る数値が出ているので、まだまだ取り組む必要性がある

内容だと思っております。その中で、先ほど黒川会長がおっしゃられたように、各市町

70 歳代というのがすごく明らかに高くなっている印象を受けていますので、明確に

ターゲットとして取組を進めていただけるとありがたいと思います。 

併せて、愛知県や全国的なものを見ても全体の割合としては少ないですが、やはりお

子さんの自殺が増えてきている状況は無視できないと思っています。保健所の方で

も、12月に関係機関の皆さまにご出席いただいて、自殺対策のネットワーク会議を開

催させていただきましたが、消防の方からご報告いただく中で、若い女性のオーバー

ドーズの搬送事案が多くなっているとお話をいただきました。なかなかその辺のとこ

ろの取組は難しいと思いますが、必要なことだと思いますし、それに合わせて救急病

院さんの方から医療につながっても、その後のフォロー、医療側の緊急度の感覚と、

この保護者さんの緊急度の感覚の熱量、思いの違いがあって、なかなかつなぐのが難

しいというご意見をいただいています。 

また、この計画を立てて、周知していただく中で、学校機関の方にも配布の方を考え

ているということなので、保護者の方にも負担のない形で相談窓口につながっていく

ように周知をしていただけるとありがたいと思います。 

 

高齢者の自殺が多いというところで、驚いているというところです。どうしてもセンタ

ーとしては、介護予防だったり介護保険の利用という部分に偏りがちですが、地域の

高齢者の方が元気でお過ごしいただくための、予防や居場所づくりは現状、課題でも

あります。特に男性はお仕事を引退されてから、社会とのつながりがなくて、地域と

もつながっていない方、どこで何をしたらいいのかわからないというお話を多く聞き

ます。そういった方が外に出てきて皆さんと交流できる機会も提供してはいますが、

二の足を踏まれる、つながらないというところが私たちの課題と考えておりますの

で、地域の方や民生委員さんと協力しながら、地域に発信して、どうにか外に出てき
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ていただけるような取組を行っておりますので、皆さまと連携しながら、そういった

方が閉じこもって、取り残されることがないようなまちづくりができればよいと思っ

ております。 

 

今回、いろいろな資料をご用意いただきまして、どうもありがとうございます。 

資料 3 を拝見させていただきましたが、「４．地域の主な自殺者の特徴」を見ると、や

はり失業や配置転換など、仕事関係のところから始まっているのかと、改めて再確認

したところですし、監督署の方に来られる相談者さんはかなり高齢の方が増えてきて

いる印象が最近ございます。 

前回参加させていただけなかったのですが、全国の労働局の方で、11 月が過重労働

の防止対策月間ということで、お邪魔できなかったのですが、目標にも掲げている、

週労働時間の 40時間以上の雇用者のうち、週労働時間 60時間以上の雇用者の割

合を減らしていきましょうというところについて、監督者の方もここを重点的に、数値

目標を目指してやっていこうかと思っておりますので、関係機関の皆さまとの連携も

今後させていただければと思っています。 

 

ハローワークの方も、監督署さんと同じように、やはり利用者の方の高齢化が進んで

おります。ただ、今の就職者の数を見てみると、以前は 60 歳を超えるとなかなか就

職できませんでしたが、60 歳は比較的面接もしてもらえるし、就職に至るケースもか

なり上がってきております。ですので、60 歳代は働く年代。今、70 歳でも就職でき

ている人も実際にいらっしゃるので、今後、さらにこの年齢が、もしかしたら 80 代以

降が増えていくことがあるかもしれないと感じました。 

資料 3と資料 2を見させていただいて、資料 3の方で、やはり 70歳代が多いとい

うところ。それから右下のところで、重点パッケージで高齢者、生活困窮者と出ている

のですが、それに対して、資料2の4頁の主な相談窓口は二次元コードが出ているだ

というところがちょっと気になりました。これはこれで資料としてよいと思いますが、

高齢者の方や生活に困っている方はスマホを持っていないとか、高齢者の人でもな

かなか 2次元コードでホームページにいくことは少し敷居が高いと思う方もハローワ

ークの窓口で結構見られます。ですから、こういう相談窓口が周知されるような形で、

何か他の方法でもやっていただけるとよいと思います。 

 

事務局の皆さま、忙しい中、これだけのものをおまとめいただきまして、本当にありが

とうございます。何よりも具体的なところで、資料の 54 頁や 55 頁に関連事業の一

覧が明記されて、担当課もしっかり明記していただいていますので、こういう内容で

困ったときにはこの課にまずは一報を入れて相談させてもらえるということが、もし

もの時には市役所のこの課に連絡を、まず一報するといいよということが、学校の管

理職も、これをぱっと見てわかるので、できたら教頭先生には、１部ずつこれが手元に

あるとよいです。やはり学校の方でしっかり動かしていただいているのは、各小学校、

中学校の教頭先生が窓口になって、外部の方とやり取りをしていますので、ぜひとも
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教頭会の方にも、新年度になりましたら、これを紹介していただいたり、ご配慮いただ

くとありがたいと思いました。 

では、2点ほどお話をさせてください。1点目は、最近、ネットのニュース、報道で気に

なる記事を見つけました。何かというと、直接自殺とは関係していないかもしれない

ですが、資料 3「４．地域の主な自殺者の特徴」を見てみると、5 名の方が載っていま

すが、この中で 3 人は、失業がまず最初にあって、その後に生活苦があって、最終的

には自殺に至っているというケースが多いと見ました。 

私が気になったのは、不登校児童生徒の保護者の方です。児童生徒の保護者の方の

「不登校離職」という言葉がちょっと目についた。子育てを間違えたのではないかと

か、自分の育て方が何かいけなかったのではないかという自責の念と、自殺につなが

るような、先ほど話題に出ましたオーバードーズだとかあるいは自傷行為をやってし

まう児童生徒がどんどん低年齢化してきております。ですので、目を離すこともでき

ない。だから、もう仕事を辞めてこの子につきっきりでないといけない。あるいは片

親でシングルマザーあるいはシングルファザーに育ててもらっているとするならば、

なおのこと、仕事に行けないということは経済的なものでも非常に辛くなる。その辺

をどうやってサポートしていったらいいんだろうと、令和 6 年度になってから私の方

で少し気がついたところです。 

ちょっと遅きに失する感はありますが、今後の令和の学校教育の現場を見ていくと、

かつてのように反社会、どちらかというとやんちゃな子、外でもパッ見でわかるよう

な変形学生服を着たり、ピアスをしているとか、喫煙をするとか、本当にわかりやすい

連中だったなと思いますが、そういう反社会の児童生徒というのはめっきりいなくな

ってしまって、今や中学校現場では絶滅危惧種で、見たことがない。10 年前は結構な

割合でいたのに、今やそういう子たちはいなくて、反社会ではなくて非社会、学校に

来ることができない、家で引きこもってしまう傾向の子たちが非常に多くて、すごく

心配です。 

学校にさえ来てくれれば、学校の職員から定期的に定点観測ができるので、健康状態

だとか心の動きもわかるのですが、それを学校が掴むことがちょっと難しい。 

特に、学校に来ない子にこそ、本当に最後のセーフティネットになる概要版を持ってい

てほしい。知っていてほしいという子に限って学校には来ていない。学校に来ている

子は、何かしら学校に来る意味や意義、楽しさを感じてくれて学校に来てくれていま

す。現状、城東中学校にも、なかなか学校に足が向かない生徒たちがいるのも事実で

す。その子たちにどのように手を差し伸べていけばいいんだろう、という具体的な案

がない。ただ、つくっていただいた関係者、関係課、それからライフステージ、事業案

内の中を見てみると、やはり不登校児童生徒の保護者の方の離職率が高くなってい

るのではないか、失業率が高くなっているのではないか。そして、もう１つ、このセー

フティネットを知っていてほしいという子どもに限って、学校の講演会や心について

のいろいろな授業などを実際には聞くことができていない、触れることができていな

くて、自分の世界の中で孤立感を深めていっている。肝心な児童生徒に一番大事なと

ころが届けきれていないのが現状ですので、ぜひ、今後このことを踏まえていただき
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たい。来年以降も私が現任校で仕事ができるのか、クエスチョンマークです。あと 10

年ぐらい城東中で校長をやらせてもらえるのであればいろいろと手立ても考えられ

ますが、我々の方は、一定の期間になると次の学校に変わっていってしまいます。小

学校も中学校もどんどん入れ替わっていくので、ぜひ継続的に何らかの形で伝えるこ

と。それから、学校に来られなくなっている子たちは、学校教育課だけではなくて、

様々な課が自殺対策ということで対応していただいているので、様々なライブステー

ジの人たちに対応するという中で、様々な課で引きこもり傾向の子どもたちが非常に

多いということを認識していただく。年齢問わず大事な犬山市民ですので、高齢の方

も当然ですが、若年層についても社会と接しようとしない傾向の人たちには、いろい

ろな課の方がアプローチをしてつながっていただけるとありがたいと思います。引き

こもっている子たちも、なぜかスマホやタブレットでは外界とつながっているんです

よね。そういうところからよろしくない動画や情報を手に入れて、オーバードーズに走

ったりしているケースもある。保護者によるフィルタリングとかは、今全くできない状

態で、だだ流しの状態なので、そこも踏まえて。今後ともお世話をかけます。 

学校が何もやらないとは言いません。これを配れと言われれば、すぐ配りますが、学

校も全部の児童生徒と太いパイプで、保護者とも今は太いパイプでつながっているわ

けではなく、すごく細い糸でつながっている児童生徒あるいは保護者がいるというこ

とは知っていただくようお願いします。 

特に、不登校児童生徒の保護者の離職率や失業、あるいは経済的な困窮に関しては、

なかなか学校では難しい。特に中学校3年生は、今、公立高校では、ネット、ＷＥＢ出願

という方法で、用紙を高校に持っていくこともなく、ネットでやったりしています。で

も、先ほど○○委員がおっしゃったように、経済的に困窮しているお家だと、スマホも

ないのではないか。 

去年、締め切り日の 15時が締め切りだったのですが、本当にその直前、14時58分

にやっと入金が完了して受験できたという子も現実にいます。経済的な観念という

か、経済力というか、失業されている方や非常に困窮されている方に限って、意外と

不登校で、その後のラインが難しくなっているということを知っていただければと思

います。長くなりました。よろしくお願いいたします。 

 

今回の答申やまとめとは関係ないですが、1 月３０日の日経新聞に２０２４年度の自殺

者数の統計が載っていまして、全体では男性も女性も少なくなっているけれども、小

中高生が 2023 年と比べて昨年度は 14 人増えたということで、子どもたちの自殺

が増えているという記事がありました。その中で、小学生は少ないですが、中学生と

高校生が、特に高校生が全体の 3分の 2で、学校が原因と思われるのが 4割近くと

いうことで、今後、子どもの自殺が問題になるかと思っていたら、昨日の日経新聞で

は、3 面記事ではないですが、北海道の旭川の中学校 2 年生が自殺したことに関し

て、母親が旭川市を提訴した。いじめを受けていたのに市が対策を講じなかったとし

て、安全配慮義務違反という主張をして裁判を起こしたという記事が載っていまし

た。そういうことが今後起こるかもしれないと思った。犬山市はしっかりこれだけ対応
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をされていますから、これが実際にどのように効果を上げるかという点で、抜かりは

ないと安心したとこです。 

それともう 1 つ、資料 3 の「4.地域の主な自殺者の特徴」に、背景にある主な危機経

路がいくつか挙げてありますが、失業とか家庭内の問題で孤独を感じて、最終的に自

殺に至る直前にうつ状態になっている。いろいろ原因があっても、最終的にうつが酷

くなって自殺に至るケースが多いようですが、これに関して黒川先生にお伺いしたい

です。どうでしょう。 

 

せっかくご質問いただいたので。やっぱり絶望しているのだと思います。話を聞くと、

いろいろなことを考えに考えて、例えば金銭的困窮もそうですし、家族の介護もそう

ですし、子どもが引きこもりになって困っていることもそうですが、いろいろなこと考

えて考えて考え抜いた結果、どこかで事が切れてしまうのだと思います。こんなに苦

しいんだったらもういいんじゃないかな、という感じで。だから、思考がずっと続けら

れないという意味において、くたびれている、思考力、認知機能が落ちているのだと

思います。そういったところは確かに病的だとは思いますし、死を選ぶことによって、

この場から逃れたい、これでもう私は終わりにしている。その解決方法は、何も解決

はしていないですが、そういうあまり合理的ではない思考に至ってしまうところに傾

けてしまう病気です。例えばうつは、なんとなくうつと書いてあるものですから気分

の障害のような感じに捉えがちですが、実はうつを患っておられる方というのは、気

分の話だけではなくて、体に出る人もいますし、物事を遂行する機能が落ちてしまう。 

余談ですが、日航機が墜落したときのパイロットの方について、テレビでやっていたの

ですが、実はあの方が、うつ病だと思うのですが、精神科にかかっている状態で、日航

機の機長さんが復職して、ハンドルを握ったら、ジェット噴射をかけてあらぬ方向に飛

んでいって、墜落したことになっていました。 

それを聞くにつれて、パイロットになれるような能力のものすごい高い方でも、うつと

いうカテゴリーの病気にかかってしまうと、判断や認知機能も落ちますし、生きること

自体も諦めているみたいで、もう道連れですよね。 

だから、気分の話だけではなくて、遂行機能とか能力的な部分も落ちているというと

ころに関しては、差し当たり、逆に言うとわかりやすいというか、手の差し伸べようが

あるので、そこはなんとかアプローチしていけるのではないか。 

だから、今日、こうやって委員さんに来ていただいて、各方面のプロフェッショナルか

ら、ああすればいいんじゃないか、こういう手があるんじゃないかと、皆さまからご意

見を頂戴している。これはよいと思います。 

ただ、私が 1 つどうしても気になるのは、絶望している、もう生きること自体辛くなっ

てきている、日々こうやって生きること自体が、辛いというのでしょうか。これを例え

ば精神科の診察室の中で患者さんからその話を仮に聞いたとして、「いや、そんなこ

とはないですよ」と、私が述べたところでも全く意味がないんですよね。ないどころ

か、余計なお世話となって、火に油を注ぐことになって、医者にかかってもこんな程度

の回答しかもらえないんだとなる。私たちは死を前にして立ち尽くしてしまいます。精
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神科医をやっている人間でも立ち尽くしてしまう。 

ということは、精神科医の前に来たときにはもう既に手遅れということを私は常に考

えていて、やっぱり人は人についていくのであって、精神科医療などの制度について

いくわけではないと思っています。医療制度が充実しているから生きていけるとか、

助けてくれるからいいとか、そういう発想ではなくて、人は人についていく。そういっ

たコミット、つながりを求めているのだと思います。 

例えば、いつも思いますが、先生方が日々一生懸命やってみえるから、小中辺りの、先

生方の薫陶が効いている間ぐらいまでは、御利益もあるので、２０代ぐらいは、同級

生や先生の顔を思い浮かべたりと、やはり人についていっているから、幸い子どもの

数が少ないのだと思います。これが４０、５０、６０歳になったときに、今日お年寄りの

テーマが出てきましたが、そこなんだと。だから、皆さんが見回りに来てくれるのか、

心細いところで、皆すごく待っているというのを、痛切に感じます。この世知辛い世の

中で、コミュニティ力とか接続する力がものすごく弱ってきている中で、こんなに生き

ていくこと自体が苦しいのだったら、死ぬ瞬間だけ辛いだけであって、その方が楽に

なるのではないかと考える、判断の間違いがうつ状態なのだろうと思っています。 

とすると、もちろん制度を充実していきたいとは思っていますけれども、こういうとこ

ろで話を聞いていると、そうなる手前のところで、人と人とのコミュニティとか接触と

か、つながり力とか、地力ですとか、地域の力って、非常に大事だと思っています。だ

からと、先ほど市長さんがおっしゃったような、意見やそれを踏まえた上で、地域でど

ういったことができるかは本当に考えていただきたいです。だから、地域のコミュニ

ティ活動、ゴミ拾い、掃除、何でもよいと思いますが、とにかくどんな理由でもいいの

で、顔を見れるような環境をつくっていく。そうると、あらゆる場面で接着する力があ

ったはずですので、こういうことはもう一度見直していけるといいと思っています。 

例えば、今日傍聴者の方がいらっしゃらないとか、パブリックコメントがなかったと

か、皆顔を見せません。本当は、ちょっと苦情を言われるぐらいの方がちょうどいいと

思っていますが、なんとなく距離感がある。せっかく先生方がこうやって集まっていた

だいて、熱量のあるいい話をされていますが、これがなぜ伝わらないのかというとこ

ろに、やっぱりまだ距離感があるのかと思います。 

伝える方法は、ネットだけでは難しかったら、いろいろな方法もあるのではないかと

いうご意見もいただいた。実際に顔を見に行ってくれる人の対応であるとか、窓口な

どのサービスもあります。顔と顔が見えるようなことを充実させるのは非常に地道な

方法ですし、それらが一概に全て自殺対策と一対一ではないかもしれません。でも、そ

れは他のことも含めて充実させることになるとは思います。 

例えば、我々は自殺という側面から物事を見ていますが、本来、この地域で暮らして

いくことにもう少し楽しみを覚えると。だから、うつの反対は生きていて楽しいとか興

味、喜びです。なんでもいいんですよ。家に帰って晩酌を１杯やるのが楽しみだと言っ

てくれたら。本当は精神科医ですから、お酒をあまりたくさん飲んでほしいとは思い

ませんが、その一言が出たら、まずはよしとするべきかという感じ。お酒を飲んでもい

いのではないかと許す感じ。子どもが、なにか言いながら、おじいちゃん、おばあちゃ
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んをせっついて、手を引っ張っていこうとする。でも、それはそもそもおじいさんが長

生きしているからそういう機会があったわけで、そこに付き合って振り回されたけれ

ども、おじいちゃんよかったじゃないか、それもあなたの生き甲斐になっているとか、

そういう話に変わっていく。 

一つひとつの課題は課題ですが、家庭もそうですし、地域もそうですが、やはり、コミ

ュニケーション、つながっている力、そういった全体の底上げを図っていけるような企

画、意見が出てくるといいと思っております。 

あともう 1つ、なぜ絶望するのかということですが、失敗してこないのだと思います。

患者さんの話を聞いていても、私もですが、最近のトレンドとしては、失敗することを

すごく恐れていると思います。失敗して咎められる、怒られる、叱られる、ということ

に対して、社会全体が萎縮していますよね。子どもさんの話はもちろんわかりやすい

と思います。例えば、私たち医療もそうです。私たちの医療行為が失敗したら免責を

取らなければいけないということで、入院していただくときにあらかじめ、こういうこ

とが起きたらうちでは対応できません、対応できません、対応できませんと、免責事

項を取ることに皆必死になっていて、後で責任を追われる、問われることとか、先ほ

どおっしゃっていただいた裁判を起こされることに対して、社会全体がものすごく萎

縮している状況に見えます。 

だから、全体の流れを急に変えることはできないにしても、それはあなたにとっては

お節介かもしれないけれど、私は、あなたにはこうあってほしい、こう生きててほし

い、少しでもよくなってほしい、生きづらい暮らしの中で楽しみを見つけてほしいとい

う声かけは、日頃、私が診察室ですることでなくて、いろいろな窓口に皆さん困窮さ

れて来られているはずですから、そういったところで一言添えていただけるだけで

も、温もりというか、血の通ったものが。こういうことが積み重なってくると、まだ捨

てたもんでもないかと思っていただける一番の治療ではないかと思っています。この

会を重ねるにしたがって、皆さん本当にいいことをおっしゃっていただいております

ので、形に変えるとまでは言わないですが、なんとか伝わる方法をこれから先、検討

していくとよいかと思います。何かトラブルがあってほしいなんて、誰 1 人思いませ

ん。口で言うほど安いことではなくて、誰 1人、命は損なってはいけない。順番は変わ

ってはいけない。たったこれだけのことだと思いますが、この犬山市全体に、その熱

意がなんとか伝わるような形で、染み出していくような形で。まだそれには時間とか

テクニックとか、企業とかいろいろな方法が足りないのかと思いますが。 

もう少しこう具体的なところが変わってきて、市民の方がこういったところで少し話

を聞きたい、と言ってくれる人が来てくれるといいんじゃないかと期待しています。 

あとは、これまでの長い作業の中におきまして、事務局の皆さまには大変多くのご尽

力をいただきましたことを重ねてお礼申し上げたいと思っております。まとまりのな

い話をして申し訳ないですが、底上げ感というのでしょうか。 

 

要するにまとめてみると、うつ状態というのは、うつ病ではなくで、誰でもなる風邪み

たいなもの、治る可能性もあると。 



15 

 

委員 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

会長 

 

委員 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

委員 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あると思いますね。やっぱり恵まれた環境や恵まれた経験、恵まれたご縁、そういった

もので私は脱し得ると思います。 

細かい話をしますが、悩んでいるからといって皆病気ですかというと、決してそんな

ことはなくて、今流行りの適応障害もよくご存知だと思いますが、生きていくうえで、

立ち塞がる困難を前にして、たじろいでいるというだけであって、答えが出ないから

くよくよ悩んでいるというのは、むしろ正常。だから、正常な悩みと、病的な悩み。死

んで解決してしまえ、終わりにしたいとかは、ちょっと質が違うため、精神科的なとこ

は見極めているつもりです。 

 

そういう状態を脱する 1つの方法として、先生が提唱された早朝のゴミ拾い。 

 

いいと思います。 

 

自分を壊して新しい自分になるための 1つの手として。 

NHK ラジオの深夜放送で、月に 1、2 回、有名人の絶望名言という番組がある。立派

なゲーテとかトルストイとか、意外な人が絶望名言を吐いている。そういうのを聞いて

いると、そんな偉人でも辛いときがあるのだから、我々平凡な人は、スケールは小さ

いけれど、そういう処方箋もございます。 

 

生きるのを諦めてほしくないということに集約されるのだと思います。ただ諦めるな

と言って、諭すのはあまり意味がない。だから、楽しいとかで、今おっしゃっていただ

いた、朝出てきてくれればもちろんいいです。晩御飯に美味しいものを食べたいと

か、たったそれだけのことで構わない。 

 

でも、うつ状態になるとご飯が美味しいと感じられない。 

 

そういうのが病的なんですよね。だから、それは確かに医者の出番だとは思って、精

神科がなんだかんだとやっていいと思っています。 

ただ、ここにあるストーリーもそうですが、精神科医が出てきて金銭的困窮を解決し

てあげるとか、就職先を斡旋してあげるとか、具体的な解決方法を私は持っていな

い。だから皆さま方の力を借りなければいけない。そうすると、まず私が皆さまとつ

ながっていないとそもそも仕事にならないわけです。こういう機会もあるわけです

し、せっかくここでできあがったネットワークを他の人にも還元したいです。それを、

考えていける企画に。 

事務局の皆さんは、まとめるにあたってご尽力いただいて何かありますでしょうか。 

 

皆さま、本当長時間にわたりありがとうございました。これをもちまして、令和6年度

第 3 回犬山市自殺対策推進協議会を終了いたします。会長からもありましたように、
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事務局 本日いただいた意見に関する修正等につきましては、会長、事務局にご一任いただき

たいと思いますので、お願いします。 

また、今後、計画書を製本し、できあがりましたら送付させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。本日はありがとうございました。なお、お帰りの際には、交通

事故等には十分ご注意いただき、お帰りいただきますようにお願いいたします。 

 

以上 

 



令和６年度 第３回犬山市自殺対策推進協議会次第 

 

                                          日 時：令和７年２月１９日（水） 

                          午後１時３０分～３時 

                      場 所：市民健康館 さら・さくら 

                   ２０１会議室 

 

 

１ はじめに 

 

 

 

２ 「第２次犬山市自殺対策計画」最終案について（答申） 資料１  

 

 

 

３ 協議事項 

（１）「第２次犬山市自殺対策計画」概要版について 資料２ 

 

 

 

４ その他 資料３ 
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   犬山市自殺対策推進協議会規則  

 

 （趣旨）  

第１条  この規則は、犬山市附属機関設置条例（平成２８年条例第３

６号）第８条の規定に基づき、犬山市自殺対策推進協議会（以下

「協議会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとす

る。  

 （委員）  

第２条  協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱す

る。  

(1) 保健、医療及び福祉に関係する団体の代表者  

 (2) 教育関係機関の代表者  

 (3) 地域団体の代表者  

 (4) その他市長が必要と認める者  

 （会長及び副会長）  

第３条  協議会に会長及び副会長を置く。  

２  会長及び副会長は、委員の互選により定める。  

３  会長は、協議会を代表し、会務を総理する。  

４  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を

代理する。  

 （招集及び議事）  

第４条  協議会の会議（以下この条において「会議」という。）は、

会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの会議

は、市長が招集する。  

２  会長は、会議の議長となる。  

３  協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことがで

きない。  

４  会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。  

５  協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求
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め、説明又は意見を聞くことができる。  

 （部会）  

第５条  協議会は、地域の特性に応じた自殺対策の検討及び取組の成

果の検証を行うため必要があるときは、部会を置くことができる。  

２  部会の構成員は、委員のうちから会長が指名する。  

３  部会ごとに部会長を置く。  

４  部会長は、部会の構成員のうちから会長が指名する。  

５  部会長は、その部会の事務を掌理する。  

６  部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する部会の

構成員がその職務を代理する。  

 （部会の招集及び議事）  

第６条  部会の会議（以下この条において「会議」という。）は、部

会長が招集する。ただし、部会長及びその職務を代理する者が在任

しないときの会議は、会長が招集する。  

２  部会長は、会議の議長となる。  

３  部会は、部会の構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くこ

とができない。  

４  会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。  

５  部会長は、部会の検討又は検証が終了したときは、当該検討又は

検証の結果を協議会に報告しなければならない。  

 （庶務）  

第７条  協議会の庶務は、健康福祉部健康推進課において行う。  

 （雑則）  

第８条  この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事

項は、会長が別に定める。  

   附  則  

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。  
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計画策定にあたって 
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１ 計画策定の趣旨・経緯 

○平成18（2006）年10月に自殺対策基本法が施行されて以降、国をあげて自殺対策が総

合的に推進され、「個人の問題」と認識されがちであった自殺は「社会の問題」と認識

されるようになり、自殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、一定の成果を

あげてきました。 

○平成28（2016）年には自殺対策基本法が改正され、自殺対策についての計画を定める

など、地域レベルの実践的な取組による生きることへの包括的な支援とし、都道府

県・市町村に対して地域の実情に即した、自殺対策の施策に関する計画策定が求めら

れました。 

○我が国の自殺者数は、平成15年（2003）をピークに減少しているものの、依然として

毎年２万人を超える水準で推移し、15～39歳の若い世代では、自殺が死因の第１位と

なるなど、深刻な問題となっています。さらに、令和２（2020）年には新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響等を受け、自殺者数は11年ぶりに前年を上回りました。 

〈自殺者数の年次推移（全国）〉 
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○犬山市においては、平成31（2019）年３月に「犬山市自殺対策計画」（以下「第１次計

画」といいます。）を策定し、外国人を含む市民（以下、「市民」といいます。）の誰も

が自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、みんなで生きることを支える

ための取組を包括的に推進してきました。 

○自殺対策はこころの健康づくりと密接に関わっているため、「第２次みんなで進める 

いぬやま健康プラン21」のこころの健康づくりと連動してきました。「第２次みんなで

進めるいぬやま健康プラン21」が国や県と合わせて１年延長されたことを受け、本市

の「第１次計画」についても計画の終了年度を令和６（2024）年度まで延長すること

としました。 

○令和４（2022）年10月には新たな自殺総合対策大綱が閣議決定され、これまでの取組

に加えて「子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化」、「女性に対する支援の強化」、

「地域自殺対策の取組強化」、「新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策

の推進」などが追加され、総合的な自殺対策の更なる推進・強化を掲げています。 

○国の「自殺総合対策大綱」と愛知県が令和５（2023）年に策定した「第４期愛知県自

殺対策推進計画」の内容を勘案して、本市の自殺対策を効果的に推進していくため、

「第２次犬山市自殺対策計画」（以下「第２次計画」といいます。）を策定しました。 
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〈自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して～の概要〉 

自殺総合対策の基本理念 

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す 

自殺の現状と自殺総合対策における基本認識 

〇自殺は、その多くが追い込まれた末の死である 

〇年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている 

〇新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進(新) 

〇地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じて推進する 

自殺総合対策の基本方針 

１.生きることの包括的な支援として推進する 

２.関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む 

３.対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる 

４.実践と啓発を両輪として推進する 

５.国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を推進する 

６.自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する(新) 

自殺総合対策における当面の重点施策 

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する 

２．国民一人ひとりの気づきと見守りを促す 

３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する 

４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質の向上を図る 

５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する 

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする 

７．社会全体の自殺リスクを低下させる 

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 

９．遺された人への支援を充実する 

10．民間団体との連携を強化する 

11．子ども・若者の自殺対策を更に推進する 

12．勤務問題による自殺対策を更に推進する 

13．女性の自殺対策を更に推進する(新) 

自殺対策の数値目標 

令和８（2026）年までに、自殺死亡率（人口10万人当たりの自殺者数）を平成27（2015）年と比べて

30％以上減少させることとする。（旧大綱の数値目標を継続） 

推進体制等 

１.国における推進体制 

・指定調査研究等法人（いのち支える自殺対策推進センター）が、エビデンスに基づく政策支援、地域

が実情に応じて取り組むための人材育成等を推進 

２.地域における計画的な自殺対策の推進 

・地域自殺対策計画の策定・見直し等への支援 

３.施策の評価及び管理 

４.大綱の見直し 

・社会経済情勢の変化、自殺をめぐる諸情勢の変化等を踏まえ、おおむね５年を目途に見直しを行う 

資料：「自殺総合対策大綱」 
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〈犬山市〉 

２ 計画の位置づけ   

本計画は、自殺対策基本法第13条第２項に定める「市町村自殺対策計画」として策定

したものです。 

策定にあたり、本市の上位計画である「犬山市総合計画」、「犬山市地域福祉計画」と

の整合性を確保するとともに、「みんなで進めるいぬやま健康プラン21」をはじめとする

本市の関連計画や国の「自殺総合対策大綱」、愛知県の「愛知県自殺対策推進計画」等と

の整合・連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

本計画の計画期間は、令和７（2025）年度から令和12（2030）年度までの６年間とし

ます。なお、社会状況の変化や法制度・計画などの改定に伴い、必要に応じて適宜改定

を行うものとします。 

 

４ 計画の策定体制 

(1) 犬山市自殺対策推進協議会及び犬山市自殺対策庁内連携会議の設置 

保健、医療及び福祉に関係する団体、教育関係機関、地域団体の代表等で構成する

「犬山市自殺対策推進協議会」及び庁内関係課で構成する「犬山市自殺対策庁内連携

会議」において計画の内容について協議を行いました。 

 

〇犬山市自殺対策計画 

・みんなで進めるいぬやま健康プラン 21 

・犬山市高齢者福祉計画 

・犬山市介護保険事業計画 

・犬山市こども計画 

・犬山市障害者基本計画 

・犬山市障害福祉計画 

・犬山市障害児福祉計画 

犬山市総合計画 

犬山市地域福祉計画 〈国〉 

自殺対策基本法 

自殺総合対策大綱 

 

〈愛知県〉 

愛知県 

自殺対策推進計画 
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(2) 犬山市民の健康づくりに関する意識調査の実施 

市民の自殺対策や健康づくりに関する取組状況、意識、ニーズなどを把握し、計画

策定の基礎資料とするため、小学５年生、中学２年生、15歳以上の市民を対象にアン

ケート調査を実施しました。 

〈調査の概要〉 

区  分 児童・生徒調査 一般調査 

調査対象者 
犬山市在住の 

小学５年生 

犬山市在住の 

中学２年生 

犬山市在住の 

15歳以上の人 2,000人 

抽 出 方 法 全数 無作為抽出 

調査票の 

配布・回収 
学校を通じて配布・回収 

郵送による配布、 

郵送及びＷＥＢによる回収 

調 査 期 間 令和５（2023）年10月11日～10月20日 令和５（2023）年10月11日～11月3日 

配 布 数 614 668 2,000 

回 収 数 471 410 805 

有効回答数 466 407 802 

有効回答率 75.9% 60.9% 40.1% 

 

(3) 関係団体ヒアリングの実施 

こころの健康づくりや自殺対策に関わる活動を行っている団体を対象に、活動状況

や課題、今後の取組方針などについてのヒアリング調査を行い、計画策定における基

礎資料としました。 

〈ヒアリングの対象団体〉 

〇犬山商工会議所 

〇犬山市青少年センター 

〇犬山市障害者基幹相談支援センター 

〇犬山市くらし自立サポートセンター 

〇江南保健所 

〇ゲートキーパー講座講師 

〇犬山市内小中学校の養護教諭 

〇精神科医 

〇高齢者あんしん相談センター 

 

(4) パブリックコメントの実施 

計画策定にあたり、計画案をホームページ等で公表し、市民の意見を広く求め、計

画に反映するためにパブリックコメントを実施しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 

犬山市の現状と 

第１次計画の評価 
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１ 人口・世帯 

(1) 人口の推移 

国勢調査によると、令和２（2020）年における本市の総人口は、73,090人です。総

人口は、平成７（1995）年から平成22（2010）年にかけて増加していましたが、その

後は減少を続けています。年齢別にみると、０～64歳人口が減少しているのに対して、

65歳以上人口は増加を続けています。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、今後も総人口は減少を続けるのに

対して、65歳以上人口は、令和17（2035）年から令和27（2045）年にかけては増加し、

令和32（2050）年には減少に転じる見込みです。 

図表２－１ 人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）平成７（1995）～平成22（2010）年の総人口は年齢不詳を含む。平成27年、令和２年は年齢不詳を

あん分により補完している。 

資料：平成７（1995）～令和２（2020）年は国勢調査、令和７（2025）年以降は国立社会保障・人口問題

研究所による推計（令和５（2023）年推計） 

10,620

10,101

10,409

10,784

9,856

8,840

7,412

6,633

6,257

6,169

5,893

5,458

51,681

50,849

49,359

46,673

43,750

42,744

42,566

40,993

38,177

34,424

31,916

30,532

9,036

11,434

14,404

17,571

20,702

21,506

21,287

21,140

21,577

22,695

22,888

22,285

71,342

72,583

74,294

75,198

74,308

73,090

71,265

68,766

66,011

63,288

60,697

58,275

0 20,000 40,000 60,000 80,000

平成７年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

令和２年

令和７年

令和12年

令和17年

令和22年

令和27年

令和32年

０～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

実
績
値

推
計
値
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(2) 高齢化率の推移 

高齢化率は、令和２（2020）年現在、29.4％となっており、平成22（2010）年以降は愛

知県及び全国を上回っています。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、今後も

この傾向は続く見込みです。 

図表２－２ 高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
資料：平成７（1995）～令和２（2020）年は国勢調査、令和７（2025）年以降は国立社会保障・人口問題

研究所による推計（令和５（2023）年推計） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成

７年

平成

12年

平成

17年

平成

22年

平成

27年

令和

２年

令和

７年

令和

12年

令和

17年

令和

22年

令和

27年

令和

32年

犬山市 12.7 15.8 19.4 23.4 27.9 29.4 29.9 30.7 32.7 35.9 37.7 38.2

愛知県 11.9 14.5 17.3 20.3 23.8 25.3 26.1 27.3 29.2 31.9 33.5 34.5

全 国 14.6 17.4 20.2 23.0 26.6 28.6 29.6 30.8 32.4 34.8 36.3 37.1

10%

20%

30%

40%

実績値 推計値
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(3) 世帯の推移 

総世帯数は平成７（1995）年以降、増加を続けています。単身世帯が増加している一方

で、その他の世帯（３世代世帯を含む）は減少が続いています（図表２－３）。 

また、世帯の構成比を愛知県及び全国と比べると、単身世帯が低く、核家族世帯が高く

なっています（図表２－４）。 

図表２－３ 世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 

 

図表２－４ 世帯の構成比（愛知県・全国との比較） 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２（2020）年） 

4,028

(17.9%)

4,693

(19.4%)

5,467

(21.1%)

6,376

(23.4%)

7,264

(25.8%)

8,691

(29.6%)

14,037

(62.4%)

15,229

(63.1%)

16,425

(63.4%)

17,236

(63.1%)

17,832

(63.2%)

17,972

(61.2%)

4,448

(19.8%)

4,224

(17.5%)

3,996

(15.4%)

3,689

(13.5%)

3,097

(11%)

2,688

(9.2%)

22,513
24,146

25,888
27,301

28,202
29,394

0

10,000

20,000

30,000

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

単身世帯 核家族世帯 その他の世帯

（世帯）

29.6

36.5

38.1

61.2

55.7

54.2

9.2

7.8

7.7

0% 25% 50% 75% 100%

犬山市

愛知県

全 国

単身世帯 核家族世帯 その他
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２ 犬山市の自殺の現状 

(1) 自殺者数の推移 

本市における年間自殺者数は平成27（2015）年以降、７～14人の間で推移しており、

令和５（2023）年は、10人となっています。 

図表２－５ 自殺者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域における自殺の基礎資料 

 

(2) 自殺死亡率 

自殺死亡率をみると、愛知県及び全国はおおむね横這いとなっており、本市は9.4～

18.8（人口10万対）で推移しています。人口規模が小さいため、変動が大きくなって

いますが、平成28（2016）年、平成30（2018）年、令和３（2021）年を除いて、愛知

県及び全国よりも低くなっています。 

図表２－６ 自殺死亡率の推移（人口10万対） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域における自殺の基礎資料 
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(3) 性・年齢別の自殺死亡率 

本市の 性・年齢別の自殺死亡率をみると、男性は20歳未満及び60～70歳代が、女性

は70歳代が愛知県及び全国を上回っています。 

図表２－７ 性・年齢別の自殺死亡率（令和元（2019）～令和５（2023）年） 

〈男性〉     〈女性〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル令和６（2024）年更新版」 

 

(4) 自殺者の性別 

自殺者の性別構成比をみると、男性が愛知県及び全国よりも高くなっています（図

表２－８）。性別の自殺死亡率をみると、女性は愛知県及び全国を大きく下回っていま

す（図表２－９）。 

図表２－８ 自殺者の性別構成比（令和元（2019）～令和５（2023）年） 

 

 

 

 

資料：いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル令和６（2024）年更新版」 

 

図表２－９ 性別の自殺死亡率（令和元（2019）～令和５（2023）年）     単位：人口10万対 

区   分 犬山市 愛知県 全 国 

男性の自殺死亡率 21.38 21.45 23.00 

女性の自殺死亡率 4.33 10.20 10.53 

資料：いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル令和６（2024）年更新版」 
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(5) 自殺者の年齢別構成 

自殺者の年齢別構成をみると、70歳代が27.7％と最も高くなっています。 

図表２－10 自殺者の年齢別構成（令和元（2019）～令和５（2023）年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル令和６（2024）年更新版」 

 

(6) 60歳以上自殺者の同居人の有無 

60歳以上自殺者の同居人の状況をみると、男性の同居人ありが11人、同居人なしが

５人となっています。女性では同居人ありが５人、同居人なしが１人となっています。 

図表２－11 60歳以上自殺者の同居人の有無（令和元（2019）～令和５（2023）年） 

性別 年齢区分 
自殺者数（人） 

割合（％） 

犬山市 愛知県 全国 

あり なし あり なし あり なし あり なし 

男性 

60歳代 3 2 13.6 9.1 12.2 8.8 13.1 10.2 

70歳代 5 3 22.7 13.6 16.1 8.5 14.8 8.8 

80歳以上 3 0 13.6 0.0 12.5 5.6 12.2 5.4 

女性 

60歳代 1 0 4.5 0.0 8.6 2.6 8.2 2.9 

70歳代 3 1 13.6 4.5 8.9 4.6 8.9 4.4 

80歳以上 1 0 4.5 0.0 7.0 4.4 6.8 4.3 

合     計 22 100 100 100 

資料：いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル令和６（2024）年更新版」 
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(7) 職業別の自殺者 

職業別自殺者では、有職者が40.4％となっており、自殺者の３人に１人以上が有職

者という状況にあります（図表２－12）。 

また、労働者数50人未満の小規模事業所ではメンタルヘルス対策に遅れがあること

が指摘されています。本市においては、労働者数50人未満の小規模事業所が95.0％を

占めています（図表２－13）。 

図表２－12 職業別の自殺者（令和元（2019）～令和５（2023）年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（令和元（2019）～令和５（2023）年） 

 

図表２－13 規模別事業所数の割合 

 

 

 

 

 

資料：令和３（2021）年経済センサス 
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5.4

4.8

6.0
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4.0
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19.0
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1.3

1.8

0% 25% 50% 75% 100%

犬山市

愛知県

全 国

有職者 学生・生徒 主婦

失業者 年金・雇用保険等生活者 その他の無職者

職業不詳
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17.0
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19.5

66.0

70.5

62.9

17.0

9.5

17.6

0% 25% 50% 75% 100%

犬山市

愛知県

全 国

あり なし 不詳

18.0

50.8

9.8
4.9

1.6 1.6 -

13.114.1

41.0

15.6

10.2

2.9 2.3
5.1

8.9
13.4

39.2

14.0

8.3
2.9 1.6

5.0

15.7

0%

20%

40%

家
庭
問
題

健
康
問
題

経
済
・
生
活
問
題

勤
務
問
題

男
女
問
題

学
校
問
題

そ
の
他

不
詳

犬山市 愛知県 全国

(8) 自殺未遂歴の有無 

自殺者のうち、自殺未遂歴の有無をみると、「あり」が17.0％となっています。 

図表２－14 自殺未遂歴の有無（令和元（2019）～令和５（2023）年） 

 

 

 

 

 

 

資料：いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル令和６（2024）年更新版」 

 

(9) 原因・動機別にみた自殺者の割合 

自殺の原因・動機をみると、「健康問題」が50.8％と突出して高くなっています。ま

た、「家庭問題」及び「健康問題」が愛知県及び全国よりも高くなっています。 

図表２－15 原因・動機別にみた自殺者の割合（令和元（2019）～令和５（2023）年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（令和元（2019）～令和５（2023）年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとりで悩まず、相談を 
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３ アンケート調査結果等からみえる現状 

(1) 自殺対策等に関する教育・啓発  

【現状】 

〇相談できる人はいないと答えた小学生が6.7％、中学生が7.9％です（図表２－16）。 

〇ゲートキーパーの認知度は8.0％と非常に低い状況です（図表２－17）。 

〇経営者、無職者、学生はうつ病のサインの認知度が比較的低い率です（図表２－18）。 

 

【課題】 

▶SOSの出し方に関する教育等を推進するとともに、小中学生が相談できる窓口を周知

することが必要です。 

▶自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、

話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）をとることができる、ゲートキーパー

の養成を通じて、自殺や自殺対策に関する正しい理解促進が必要です。 

 

図表２－16 相談相手（複数回答、小中学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：犬山市民の健康づくりに関する意識調査結果 

 

 

 

 

79.4

28.1

48.7

3.0 1.9 4.7 1.7
6.7 6.4

67.1

14.7

68.3

0.2
6.6

1.7 2.5
7.9

1.2

0%

25%

50%

75%

100%

家
族

学
校
の
先
生

友
達

地
域
や
近
所
の
大
人

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ

で
つ
な
が
っ
て
い
る
人

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

そ
の
他

相
談
で
き
る
人
は
い
な
い

無
回
答

小学５年生

N=466

中学２年生

N=407



 

17 

図表２－17 自殺やうつ病について知っていること（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：犬山市民の健康づくりに関する意識調査結果 

 

図表２－18 うつ病のサインの認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：犬山市民の健康づくりに関する意識調査結果 
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15.0

15.3

14.3

16.3

9.8

15.8
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7.7

51.5

56.3

59.0

57.1

36.7

45.7

53.3
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30.8

18.6

19.4
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17.9

22.4

16.8

18.3

25.0

23.1

8.0

6.3

5.6

7.1

14.3

9.8

2.5

15.6

30.8

8.0

2.9

1.4

3.6

10.2

17.9

10.0

7.7

0% 50% 100%

全 体 n=802

正規社員 n=206

アルバイト等 n=144

契約社員等 n= 28

経 営 者 n= 49

無 職 n=184

主夫・主婦 n=120

学 生 n= 32

そ の 他 n= 13

よく知っていた 大まかには知っていた あまり知らなかった 全く知らなかった 無回答

就

労

状

況

別

27.3

32.8

42.0

16.2

41.3

8.0

24.7

17.3

8.7

0% 20% 40%

15～39歳の若い世代での死因の第１位

は自殺である ・

自殺された方の多くはうつ病等の精神

疾患を発症している ・

うつ病等を発症しても本人は気づいて

いないことが多い ・

アルコール依存症は、自殺の危険性を

高める要因の一つである ・

うつ病のサインに気づいたら早めに専

門機関に相談することが大切である・

悩んでいる人に気づき、適切な対応を

とる人を「ゲートキーパー」という・

自殺を考えている人は、何らかのサイ

ンを発信していることが多い ・

どれも知らない

無回答 全体 n=802
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(2) 様々な悩みを抱える人に対する支援 

【現状】 

〇自殺を考えたことがある人に自殺を思いとどまった理由をたずねたところ、「我慢し

た」が44.9％と最も高くなっています。また、「自殺を試みたが、死にきれなった」

が7.6％あります（図表２－19、図表２－20）。 

〇新型コロナウイルス感染症の流行によって起きた心情の変化を〈流行期間中〉と

〈回答時点（令和５（2023）年10月時点）〉で比較すると、全般的に〈回答時点〉に

おける不安やストレスは低下しているものの、依然として半数近く（45.3％）が何

らかの不安やストレスを抱えています（図表２－21）。 

〇また、「その他」として「新型コロナウイルスに対する考え方の違いで人間関係が変

わった」、「友人との交流も躊躇するようになりストレスとなった」、「仕事以外人と

ほとんど関わりがなくなった」などの記載がありました。 

 

【課題】 

▶自殺を思いとどまった理由として「我慢した」と答えた人が最も多くなっており、

問題の根本的な解決には至っておらず、支援や相談につながっていない人が多いこ

とがうかがえます。既存の自殺対策事業の更なる充実や各関係機関との連携強化(医

療機関、消防等)、自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策の強化が必要です。 

▶新型コロナウイルスの流行期間中に人との接触機会が減少し、それが長期化するこ

とによって、人とのつながりが希薄化していることが考えられます。様々な世代が

交流する地域の居場所づくりや市民同士の交流の機会を設け、地域の活性化を促す

ことが必要です。 

 

図表２－19 自殺念慮 

 

 

 

資料：犬山市民の健康づくりに関する意識調査結果 

 

77.2 3.9 10.8 8.1

0% 50% 100%

全 体 n=802

考えたことはない 直近１年の間に考えた １年以上前に考えた 無回答
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図表２－20 自殺を思いとどまった理由（自殺念慮がある人、複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：犬山市民の健康づくりに関する意識調査結果 

 

図表２－21  新型コロナウイルス感染症の流行による心情の変化（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：犬山市民の健康づくりに関する意識調査結果 
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3.7
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4.5
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0.8

0% 15% 30% 45%

趣味や仕事など他のことで気を
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自殺を試みたが、死にきれなか

った ・

まだ「思いとどまれた」とは言

えない ・

その他

特に何もしなかった

無回答
全体 n=118

16.8

21.6

4.6

36.9

6.9

33.9

7.4

5.5

18.6

8.9
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人とのつながりが少なく、孤独を感じ

た（感じる） ・

家で過ごす時間が増えたことに、スト

レスを感じた（感じる） ・

家族関係の悪化や家族との考え方の違

いについて、悩んだ（悩んでいる）・

感染対策を過剰に意識するようになり

ストレスを感じた（感じる） ・

仕事が減り（無くなり）、経済的に苦

しかった（苦しい） ・

漠然とした不安を感じた（感じる）

みんなもつらくて不安なんだと思い、

気持ちが軽くなった ・

その他

特に新型コロナウイルス感染症の流行

による変化はなかった（ない） ・

無回答 全体 n=802

〈流行期間中〉
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家族や友人、職場の同僚など身

近な人に悩みを聞いてもらった

医療機関に受診（相談）した

学校の先生、スクールカウンセ

ラーに相談した ・

弁護士や司法書士など専門家に
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上記以外に相談した（SNS・電.

話相談含む） ・
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できるだけ休養を取るようにし

た ・
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(3) 自殺対策を支援する環境の整備 

【現状】 

○平成30年度よりゲートキーパー講座を開始しており、令和５年度までに延べ922人が

受講しています（図表２－22）。 

〇身近な人の「うつ病のサイン」に気づいたときにできることは「相手の悩みに耳を傾け

る」が63.2％と最も高くなっています。また、自分の「うつ病のサイン」に気づいたと

きにとる行動は「家族や友人に相談する」が52.9％と最も高くなっています（図表２－

23）。 

〇悩みや病気に関する相談先の認知度は34.7％となっており、年齢が高くなるにした

がい低下傾向にあります（図表２－24）。 

 

【課題】 

▶ゲートキーパーに関する情報を広く発信し、誰もが自殺対策の視点を持ち、身近な

地域で支援者となるゲートキーパーを担う人材を育成することが必要です。 

▶悩みを抱える家族や友人をはじめとする身近な人を支えることができるよう、啓発

活動や講座等を通じて市民一人ひとりの傾聴スキルの向上を図ることが必要です。 

▶年代問わず、全ての人が相談先をはじめとする自殺対策に関する情報を取得できる

よう、情報発信の手段の充実を図るとともに、市民が気軽に相談できる体制の整備

が重要です。 

 

図表２－22 ゲートキーパー講座の実績 

区   分 
平成30 

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 
合計 

開催回数（回） 4 6 1 3 3 3 20 

参加者数（人） 143 161 268 174 119 57 922 

資料：事業実績 
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図表２－23 「うつ病のサイン」に気づいたときにできること（複数回答） 

    〈身近な人のうつ病のサイン〉          〈自分のうつ病のサイン〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：犬山市民の健康づくりに関する意識調査結果 

 

図表２－24 悩みや病気に関する相談先の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：犬山市民の健康づくりに関する意識調査結果 

34.7

44.6

41.1

34.5

34.2

35.2

32.8

22.7

58.2

54.1

56.2

63.6

64.1

61.9

53.6

60.2

7.1

1.4

2.7

1.8

1.7

2.9

13.5

17.0

0% 50% 100%

全 体 n=802

29歳以下 n= 74

30～39歳 n= 73

40～49歳 n=110

50～59歳 n=117

60～69歳 n=105

70～79歳 n=192

80歳以上 n= 88

知っている 知らない 無回答

年

齢

別

63.2

23.3

41.5

11.2

8.2

11.5

1.5

8.6

0% 25% 50%

相手の悩みに耳を傾ける

かかりつけの医療機関へ

の受診を勧める（精神科

や心療内科等を除く）・

専門の医療機関への受診

を勧める（精神科や心療

内科など） ・

専門の相談機関への相談

を勧める（保健所等公的

機関や民間機関） ・

こころの悩みの電話相談

やSNS相談を勧める ・

どうしたらいいかわから

ない ・

その他

無回答
全体 n=802

52.9

21.6

37.5

7.6

5.5

12.0

2.2

3.6

6.9

0% 25% 50%

家族や友人に相談する

かかりつけの医療機関

を受診する（精神科や

心療内科等を除く）・

専門の医療機関を受診

する（精神科や心療内

科など） ・

専門の相談機関に相談

する（保健所等公的機

関や民間機関） ・

こころの悩みの電話相

談やSNS相談に相談す

る ・

わからない

その他

特に何もしない

無回答
全体 n=802
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(4) ライフステージ別の対策 

① こども・子育て期 

【現状】 

○令和５（2023）年度現在、ゆったりとした気分でこどもと過ごせる時間がある母

親の割合は、４か月児健診時は90.3％、１歳６か月児健診時は79.2％、３歳児健

診時は78.9％となっています。こどもの年齢が高くなるほど、ゆったりとした気

分でこどもと過ごせる時間がある母親の割合が低くなる傾向にあります（図表２

－25）。 

〇過去１か月間にストレスを感じているのは、小学生が42.0％、中学生が48.6％で

す（図表２－26）。そのうち、ストレスが解消できていないのは、小学生が32.2％、

中学生が33.9％です（図表２－27）。 

〇相談できる人はいないと答えたこどもは、小学生が6.7％、中学生が7.9％です

（16頁参照）。 

〇〈今の自分が好きではない〉と考えている自己肯定感の低いこどもは、小学生が

16.5％、中学生が29.5％です（図表２－28）。 

 

【課題】 

▶子育て世代が安心してこどもを産み育てられる環境づくりが必要です。 

▶学校や家庭と連携しながら、SOSの出し方に関する教育等の推進やストレスの解消

方法の啓発、小中学生が相談できる窓口を周知することが必要です。 

▶勉強・進学などへの不安や親・先生・友だちとの人間関係の問題、環境や習慣の

変化など、様々なストレスに直面しているこどもたちのSOSのサインに気づくポイ

ントや気づいたときの対処法を周知することが重要です。 

▶「生きることの促進要因」である自己肯定感を高めるために、こどものこころの

健康づくりを強化するとともに、保護者が精神的に安定してこどもと接すること

は、こどものこころの安定にもつながることから、妊娠期から切れ目のない子育

て支援体制を整えることが必要です。 
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図表２－25 ゆったりとした気分でこどもと過ごせる時間がある母親の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：乳幼児健康診査結果 

 

 

図表２－26 過去１か月間にストレスがあったか 

 

 

 

 

資料：犬山市民の健康づくりに関する意識調査結果 

 

図表２－27 ストレスの発散、解消はできているか（過去１か月間にストレスがあった人） 

 

 

 

 

 

資料：犬山市民の健康づくりに関する意識調査結果 

 

 

図表２－28 今の自分が好きか 

 

 

 

 

 

資料：犬山市民の健康づくりに関する意識調査結果 

29.6

20.6

24.0

28.3

31.1

34.6

10.9

14.0

4.3

2.5

0% 50% 100%

小学生 N=466

中学生 N=407

全くなかった あまりなかった ときどきあった よくあった 無回答

84.8 84.7

87.5 87.0
85.9

90.3

79.3
81.3

82.9

80.4
83.2

79.2

73.0

77.1 77.3
75.9 75.3

78.9

70%

80%

90%

平成

30年度

令和

元年度

令和

２年度

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

４か月児 １歳６か月児 ３歳児

28.6

15.7

38.3

50.0

23.5

27.3

8.7

6.6

1.0

0.5

0% 50% 100%

小学生 N=196

中学生 N=198

できている まあできている あまりできていない できていない 無回答

38.8

21.9

43.8

47.9

11.8

20.9

4.7

8.6

0.9

0.7

0% 50% 100%

小学生 N=466

中学生 N=407

あてはまる どちらかといえばあてはまる

どちらかといえばあてはまらない あてはまらない

無回答
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② 成人期 

【現状】 

〇自殺を考えたことがある人は、年齢別では49歳以下が、就労状況別では正規社員、

アルバイト等、契約社員等が高くなっています（図表２－29）。 

〇自殺対策の取組として「職場のメンタルヘルス対策」が必要だと答えたのは、年

齢別では59歳以下の働き盛り世代が30～40％台の比較的高い率です。就労状況別

にみると、経営者は22.4％の比較的低い率です。また、60歳代は「無職者、失業

者等に対する就労支援」が高くなっています（図表２－30）。 

 

【課題】 

▶若い世代や働き盛り世代に向けたこころの健康づくりが必要です。職場のメンタルヘ

ルス対策を進めるために、企業や商工会議所との連携強化を図ることが重要です。 

図表２－29 自殺念慮の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：犬山市民の健康づくりに関する意識調査結果 

66.8

77.2

70.3

71.2

72.7

80.3

85.7

80.7

72.7

77.2

79.2

71.4

77.6

71.7

85.8

84.4

69.2

1.7

3.9

6.8

12.3

6.4

6.0

1.0

4.9

5.6

10.7

6.1

1.6

0.8

3.1

7.7

7.4

10.8

21.6

13.7

17.3

11.1

10.5

5.2

8.0

15.5

13.2

10.7

8.2

8.7

6.7

12.5

7.7

24.1

8.1

1.4

2.7

3.6

2.6

2.9

14.1

19.3

2.4

2.1

7.1

8.2

17.9

6.7

15.4

0% 50% 100%

平成30年 n=690

令和５年 n=802

29歳以下 n= 74

30～39歳 n= 73

40～49歳 n=110

50～59歳 n=117

60～69歳 n=105

70～79歳 n=192

80歳以上 n= 88

正規社員 n=206

アルバイト等 n=144

契約社員等 n= 28

経 営 者 n= 49

無 職 n=184

主夫・主婦 n=120

学 生 n= 32

そ の 他 n= 13

考えたことはない 直近１年の間に考えた １年以上前に考えた 無回答

年

齢

別

全

体

就

労

状

況

別
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図表２－30 自殺対策の取組として必要だと思うこと（複数回答） 
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キ
ー
パ
ー
の
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さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
ご
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に
対
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し
た
相
談

先
の
周
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メ
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ル
や
Ｓ
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で
も
悩
み
相
談
が
で
き

る
体
制
づ
く
り 

こ
こ
ろ
の
セ
ル
フ
ケ
ア
、
ス
ト
レ
ス
へ
の
対
処

法
の
周
知
や
学
習
機
会
の
提
供 

自
殺
や
う
つ
病
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の

普
及 

精
神
科
専
門
医
な
ど
の
専
門
家
に
気
軽
に

相
談
で
き
る
機
会
の
提
供 

孤
独
・
孤
立
状
態
に
あ
る
人
の
相
談
支
援

や
居
場
所
づ
く
り 

自
殺
未
遂
者
や
自
死
遺
族
に
対
す
る
支
援 

こ
ど
も
・
若
者
へ
の
「
い
の
ち
」
の
教
育
や
、

Ｓ
Ｏ
Ｓ
の
出
し
方
に
関
す
る
教
育 

こ
ど
も
へ
の
Ｓ
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Ｓ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
使
い
方
に
関
す
る
教
育 

経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
人
の
自
立
支
援 

無
職
者
、
失
業
者
等
に
対
す
る
就
労
支
援 

職
場
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策 

そ
の
他 

特
に
必
要
な
こ
と
は
な
い 

無
回
答 

年 
 

齢 
 

別 

29 歳 以 下 74 41.9 35.1 37.8 13.5 40.5 27.0 31.1 17.6 36.5 31.1 32.4 27.0 41.9 2.7 5.4 5.4 

30 ～ 39 歳 73 30.1 38.4 24.7 17.8 39.7 24.7 28.8 11.0 32.9 34.2 27.4 24.7 37.0 6.8 5.5 2.7 

40 ～ 49 歳 110 29.1 41.8 28.2 15.5 39.1 38.2 33.6 13.6 37.3 30.9 27.3 23.6 31.8 1.8 4.5 4.5 

50 ～ 59 歳 117 34.2 42.7 29.1 19.7 35.9 35.0 35.9 12.8 38.5 28.2 31.6 26.5 33.3 1.7 5.1 4.3 

60 ～ 69 歳 105 24.8 44.8 26.7 17.1 42.9 42.9 36.2 9.5 33.3 20.0 29.5 31.4 27.6 1.0 5.7 3.8 

70 ～ 79 歳 192 24.5 37.5 17.7 14.1 27.6 30.2 28.6 12.5 25.0 14.1 25.0 21.9 10.4 1.6 4.7 23.4 

80 歳 以 上 88 21.6 30.7 15.9 8.0 27.3 18.2 26.1 8.0 17.0 11.4 22.7 20.5 9.1 4.5 6.8 36.4 

就 
労 

状 

況 

別 
 
 

正 規 社 員 206 33.5 36.9 27.2 15.5 33.0 28.6 33.5 9.2 31.6 23.3 25.2 23.3 34.5 3.9 5.3 4.4 

アルバイト等 144 27.8 45.1 28.5 18.8 40.3 44.4 33.3 16.0 41.0 31.9 30.6 26.4 34.0 1.4 4.2 4.2 

契約社員等 28 35.7 42.9 17.9 17.9 64.3 25.0 32.1 14.3 35.7 25.0 42.9 35.7 17.9 3.6 7.1 7.1 

経 営 者 49 22.4 32.7 20.4 18.4 28.6 24.5 20.4 8.2 22.4 18.4 30.6 26.5 22.4 2.0 16.3 14.3 

無 職 184 21.2 35.3 19.0 10.3 25.5 27.2 26.6 8.7 20.7 12.5 23.4 21.7 10.9 2.2 4.9 28.3 

主夫・主婦 120 27.5 44.2 24.2 15.0 39.2 36.7 38.3 15.8 37.5 25.8 28.3 25.0 19.2 1.7 1.7 15.8 

学 生 32 46.9 37.5 43.8 21.9 43.8 28.1 34.4 25.0 43.8 40.6 40.6 34.4 46.9 - 3.1 6.3 

そ の 他 13 15.4 23.1 - 7.7 30.8 15.4 23.1 - 15.4 7.7 23.1 15.4 7.7 7.7 15.4 15.4 

資料：犬山市民の健康づくりに関する意識調査結果 

 

③ 高齢期 

【現状】 

○友人・知人との交流の頻度をたずねたところ、「日常的にある」が29.1％となって

おり、男性が女性に比べて8.3ポイント低くなっています。年齢別では、60歳代は

20％台、70歳以上は30％台となっています（図表２－31）。 

〇高齢者の地域活動へ〈参加者として〉の参加意向は50.6％、〈企画・運営として〉

の参加意向は31.1％です（図表２－32）。 

27.4

38.3

24.2
15.0

34.0 31.8 31.0

12.0

30.7
22.6

27.8 24.7 24.9

2.5 5.2
13.6

0%

25%

50%

単位：ｎは人、他は％

全体 n=802
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【課題】 

▶閉じこもりやうつ状態になることを予防することが介護予防の観点からも必要で

あり、高齢者が生きがい・役割を持って生活できる地域づくりを進めることが重

要です。 

▶社会参加や人との交流は健康寿命の延伸にもつながることから、地域活動に参加

する人を増やすことが必要です。 

 

図表２－31 友人・知人との交流の頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：犬山市民の健康づくりに関する意識調査結果 

 

図表２－32 高齢者の地域活動への参加意向 

【参加者として】 

 

 

 

【企画・運営として】 

 

 

 

資料：犬山市高齢者福祉・介護に関するアンケート調査結果 

29.1

24.2

32.5

56.8

24.7

20.9

22.2

21.0

31.8

31.8

50.0

47.8

52.2

35.1

54.8

51.8

53.8

55.2

51.0

43.2

17.2

23.9

12.8

8.1

19.2

26.4

23.9

22.9

10.9

12.5

3.7

4.2

2.6

1.4

0.9

1.0

6.3

12.5

0% 50% 100%

全 体 n=802

男 性 n=335

女 性 n=431

15～29歳 n= 74

30～39歳 n= 73

40～49歳 n=110

50～59歳 n=117

60～69歳 n=105

70～79歳 n=192

80歳以上 n= 88

日常的にある ときどきある めったにない 無回答

性

別

年

齢

別

6.6 44.0 31.3 5.8 12.4

0% 50% 100%

全 体 n= 1,369

ぜひ参加したい 参加してもよい 参加したくない すでに参加している 無回答

2.8 28.3 52.9 3.5 12.5

0% 50% 100%

全 体 n= 1,369

ぜひ参加したい 参加してもよい 参加したくない すでに参加している 無回答
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４ 第１次計画の評価 

平成31（2019）年３月に策定した「第１次計画」で掲げた数値目標に関して、策定当

初値（平成30（2018）年度）と現状値（令和５（2023）年度）を比較し、達成度を評価

しました。 

評価の基準は次の通りです。 

Ａ 目標を達成  

Ｂ ベースライン値より改善したもの  達成率（注）： 10％以上100％未満  

Ｃ ベースライン値より変化がないもの 達成率：-10％以上10％未満 

Ｄ ベースライン値より悪化したもの  達成率：-10％未満 

Ｅ 基準の変更により判定できないもの  

（注）達成率（％）＝（直近値－ベースライン値）／（目標値－ベースライン値）×100にて算出。ベース

ライン値は策定当初値とし、策定当初値が不明の場合は中間評価値を用いた。 

 

(1) 基本目標の評価 

第１次計画では、自殺死亡率を平成30（2018）年度の17.4から約22％低下させ、令

和５（2023）年度までに13.5（人口10万対）以下にすることを目標としていました。

自殺者数、自殺死亡率は目標を達成しています。 

〈基本目標〉 

指      標 
策定当初値 
(平成30年度) 

現状値 
(令和５年度) 

目標値 評価 

自殺者数（５年間平均・人） 13人 9.4人（注） 10人以下 A 

自殺死亡率（５年間平均・人口10万対） 17.4 12.8（注） 13.5以下 A 

（注）令和元（2019）～令和５（2023）年の平均 

 

(2) 施策の評価 

基本目標の達成に向けて、「一次予防（未然予防）」、「二次予防（危機介入）」、「三次

予防（事後支援）」、「ライフステージ別対策」といった４つの基本方針に基づき施策を

展開してきました。 

 

基本方針１ 一次予防（未然予防） 

〇悩みや病気に関する相談先を知っている人の割合は目標値を大きく下回りました。

引き続き、相談体制の充実を図るとともに、ICTの活用も含めた相談体制の充実や相

談先に関する情報発信の強化が必要です。 
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指      標 
策定当初値 
(平成30年度) 

現状値 
(令和５年度) 

目標値 評価 

SOSの出し方等に関する教育を実施し
ている学校の割合 

78.6％ 100.0％ 100％ Ａ 

体のことや心配ごとについて
相談できる人がいない児童・
生徒の割合 

児童 8.2％ 6.7％ 6％ Ｂ 

生徒 12.0％ 7.9％ 10％ Ａ 

自殺対策における街頭キャンペーンの
実施回数 

１回 ２回 ２回 Ａ 

悩みや病気に関する相談先を知ってい
る人の割合 

- 34.7％ 60％ Ｅ 

 

基本方針２ 二次予防（危機介入） 

〇ゲートキーパー講座の受講者数は目標を達成しているものの、認知度は目標値を大

きく下回っています。ゲートキーパーの育成を進めるとともに、普及・啓発活動の

強化が必要です。 

指      標 
策定当初値 
(平成30年度) 

現状値 
(令和５年度) 

目標値 評価 

ゲートキーパー講座の受講者数（累
積） 

104人 922人 800人 Ａ 

ゲートキーパーについて知っている人
の割合 

7.2％ 8.0％ 30％ Ｃ 

市職員の自殺対策研修受講者数（累
積） 

23人 602人 500人 Ａ 

 

基本方針３ 三次予防（事後支援） 

〇令和５（2023）年度現在、自死遺族支援について知っている人の割合は平成30

（2018）年度を下回っています。 

指      標 
策定当初値 
(平成30年度) 

現状値 
(令和５年度) 

目標値 評価 

自死遺族支援について知っている人の
割合 

39.0％ 36.2％ 50％ Ｄ 

 

基本方針４ ライフステージ別対策 

〇ライフステージ別対策の指標はおおむね改善傾向にあります。 

指      標 
策定当初値 
(平成30年度) 

現状値 
(令和５年度) 

目標値 評価 

SOSの出し方等に関する教育を実施して
いる学校の割合 

78.6％ 100.0％ 100％ Ａ 

ゆったりとした気分でこどもと過ごす
人の割合（４か月児健診） 

84.6％ 90.3％ 88％ Ａ 

悩みやストレスの相談相手がいる人の
割合（40～64歳） 

77.0％ 75.7％ 85％ Ｄ 

地域とかかわりを持っていない人の割
合（65歳以上） 

12.2％ 2.9％ 8％ Ａ 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

第３章 

計画の基本的な考え方 
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１ 基本理念  

「第１次計画」では、「支えあい つながり 人が輝く “わ”のまち 犬山 ～誰も

が生きやすいまちを目指して～」を基本理念として、市民一人ひとりが当事者として、

自殺につながる背景や生活の状況、こころの問題についてともに考え支えあえるよう、

必要なサービスや支援が行き届く体制づくりを進めてきました。 

「第２次計画」においても、「第１次計画」の基本理念を踏襲するとともに、第６次犬

山市総合計画の基本的な考え方である「暮らしの豊かさの向上」を勘案し、「支えあい 

つながり こころ豊かに暮らせるまち 犬山 ～誰もが生きやすいまちを目指して～」

を基本理念として、社会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとりの生活を

守るという姿勢で取組を展開し、誰もが生きやすく、自殺に追い込まれることのない、

こころ豊かに暮らせる犬山市の実現を目指します。 

また、この考え方は、SDGsの理念と合致するものであることから、自殺対策は、SDGs

の達成に向けた政策としての意義も持ち合わせます。 

 

 

 

 

 

 

２ 基本目標  

国においては、令和８（2026）年までに自殺死亡率を平成27（2015）年と比べて30％以

上減少させた13.0以下とすることを目標としています。本市においても、国の目標値を勘

案して、第１次計画が始まる前の自殺死亡率17.4（平成24（2012）～平成28（2016）年の

平均）から30％減少させた12.2以下（令和６（2024）～令和10（2028）年の５年間平均）

とすることを基本目標とします。 

【基本目標】 

指標項目 
現状値 

令和５年度 
目標値 

自殺者数（５年間平均・人） 9.4人 9人以下 

自殺死亡率（５年間平均・人口10万対） 12.8 12.2以下 

基本理念 

支えあい つながり 

こころ豊かに暮らせるまち 犬山 

～誰もが生きやすいまちを目指して～ 
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３ 自殺に関する基本認識  

愛知県の「第４期愛知県自殺対策推進計画」においては、自殺や自殺対策に関する基

本認識として、「（１）自殺は、その多くが追い込まれた末の死」、「（２）自殺は、その多

くが防ぐことができる社会的な問題」、「（３）自殺は、誰にでも起こり得る危機」、

「（４）自殺を考えている人はサインを発していることが多い」、「（５）関連施策との有

機的な連携強化が重要」、「（６）自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する」の６つを示

しています。本市でも６つの基本認識を踏まえ、自殺対策に関する取組を推進していき

ます。 

 

(1) 自殺は、その多くが追い込まれた末の死 

自殺の背景には、健康問題や過労、生活困窮、育児・介護疲れ、いじめ、孤独・孤

立など、多様な社会的な要因があり、自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為として

だけでなく、人が命を絶たざるを得ない状況に追い込まれるプロセスとして捉える必

要があります。自殺行動に至った人の直前のこころの健康状態を見ると、大多数は、

様々な悩みにより心理的に追い詰められた結果、抑うつ状態にあったり、うつ病、ア

ルコール依存症等の精神疾患を発症していたりするなど、正常な判断を行うことがで

きない状態となっていることが明らかになっています。 

そのため、自殺は個人の自由な意思や選択の結果ではなく、「その多くが追い込まれ

た末の死」であり、そうした認識を社会全体で持つ必要があります。 

 

(2) 自殺は、その多くが防ぐことができる社会的な問題 

世界保健機関（WHO）は「自殺は、その多くが防ぐことのできる社会的な問題」であ

ると明言しており、自殺は社会の努力で避けることのできる死であるというのが、世

界の共通認識となっています。本市においても、自殺はその多くが追い込まれた末の

死であり、防ぐことができる社会的な問題であるという基本認識のもと、自殺対策に

関する施策を展開していきます。 

 

(3) 自殺は、誰にでも起こり得る危機 

本市においては、７人に１人以上が自殺を考えたことがあり、自殺の問題は誰もが

当事者となり得る重大な問題です。しかし、自殺に追い込まれるという危機は「誰に

でも起こり得る危機」ではあるものの、危機に陥った人の心情や背景が理解されにく
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い現実があります。そうした心情や背景への理解を深め、危機に陥った場合には誰か

に援助を求めることが適当であるという認識を社会全体で持つために、市民に対する

啓発活動等を通じて、自殺の問題は、誰もが当事者となり得る可能性がある問題であ

るという理解の促進を図ります。 

 

(4) 自殺を考えている人はサインを発していることが多い 

自殺を考えている人は、自殺の要因となり得る様々な要因が悪化することにより、

心理的に追い込まれ、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等の精神疾

患を発症していたりするなどのサインを発している場合があります。市民一人ひとり

が、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに気づくことで、精神科医

等の専門家につなぐなど、自殺予防につなげることができるよう、広報活動、教育活

動等を推進していきます。 

 

(5) 関連施策との有機的な連携強化が重要 

自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題のほか、地域・職場のあり方

の変化など様々な要因とその人の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係し

ており、自殺を防ぐためには、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を

含む包括的な取組が必要です。そのため、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連

携し、包括的に取組を展開するとともに、様々な分野の生きる支援に関わる人や機関

等が自殺対策の一翼を担っているという意識の共有を図ります。 

 

(6) 自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する 

自殺対策基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等

の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのない

ようにしなければならないと定められていることを踏まえ、このことを改めて認識し

ながら自殺対策に取り組むとともに、市民に対する理解を促します。 

 

 

 

 

 

 



 

33 

４ 基本方針  

基本方針Ⅰ 自殺対策等に関する教育・啓発 

「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」となる自己肯定感や信頼できる人

間関係、危機回避能力等を得るために、市民一人ひとりが、自殺対策の趣旨についての

理解と関心を深めることが必要です。 

自殺と関係の深いこころの健康づくりの重要性を認識し、自らのこころの不調に気づ

いて適切に対処できるよう、家庭、職場、地域、学校におけるこころの健康づくりを推

進するとともに、自殺対策や精神疾患等についての正しい知識や相談窓口に関する情報

を発信します。 

 

基本方針Ⅱ 様々な悩みを抱える人に対する支援 

「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」として想定される生活困窮者や精神疾

患患者、孤独・孤立の状況にある人、言語や文化が異なる外国人、性的マイノリティの

人などが適切な支援を受けることができるよう、相談支援体制の充実を図ります。 

また、「生きることの阻害要因(自殺のリスク要因)」を抱える人に対し、既存の自殺対

策事業を充実させ、各関係機関の連携強化を図ることにより、本人の状態に応じた包括

的な支援を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター（JSCP）」 
 

＜
・将来の夢 ・将来への不安や絶望

・家族や友人との信頼関係 ・失業や不安定雇用

・やりがいのある仕事や趣味 ・過重労働

・経済的な安定 ・借金や貧困

・ライフスキル（問題対処能力） ・家族や周囲からの虐待、いじめ

・信仰 ・病気、介護疲れ

・社会や地域に対する信頼感 ・社会や地域に対する不信感

・楽しかった過去の思い出 ・孤独

・自己肯定感　　　　　　　　など ・役割喪失感　　　　　　　　など

自殺のリスクが高まるとき

生きることの

促進要因

生きることの

阻害要因
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基本方針Ⅲ 自殺対策を支援する環境の整備 

市民一人ひとりが身近にいるかもしれない自殺を考えている人の存在に気づき、見守

り、お互いに声をかけあい、相談しやすい地域づくりを促進するために、ゲートキー

パーをはじめとする自殺対策にかかる人材の確保・養成を推進します。また自殺対策は、

市はもとより関係機関、民間団体、市民等が協働して推進することが必要です。地域・

関係機関との連携や情報交換を行い、ネットワークを強化します。地域とのつながりや

社会参加を促し居場所づくりなどの支援を推進することで、孤独・孤立の防止に努めま

す。 

 

基本方針Ⅳ ライフステージ別の対策 

自殺に至るリスクはライフステージごとに特徴があると考えられることから、それぞ

れの原因や背景に応じた施策を推進していきます。本計画においては、「こども・子育て

期」、「成人期」、「高齢期」のそれぞれの課題に応じた多様な視点で「生きることの促進

要因（自殺に対する保護要因）」を増やすとともに、「生きることの阻害要因（自殺のリ

スク要因）」を減らすための施策を推進し、自殺者の減少につなげます。 

▼ライフステージ 

こども・子育て期 18歳未満・こども（18歳未満）がいる人 

成人期 18～64歳 

高齢期 65歳以上 
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５ 施策の体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自殺に関する基本認識 

（１）自殺は、その多くが追い込まれた末の死 

（２）自殺は、その多くが防ぐことができる社会的な問題 

（３）自殺は、誰にでも起こり得る危機 

（４）自殺を考えている人はサインを発していることが多い 

（５）関連施策との有機的な連携強化が重要 

（６）自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する 
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基本方針Ⅲ 

自殺対策を支援する環境の整備 

１.自殺対策を支える人材の確保・養成の推進 

２.地域・支援機関におけるネットワークの強化 

３.居場所づくりの推進 

基本方針Ⅰ 

自殺対策等に関する教育・啓発 

１．市民一人ひとりの気づきの促進 

２．こころの健康づくりの推進 

基本方針Ⅱ 

様々な悩みを抱える人に対する支援 

１.相談支援体制の充実 

２.自殺のリスク要因を減らすための支援の強化 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 

施策の展開 
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１ 基本方針Ⅰ 自殺対策等に関する教育・啓発  

(1) 施策 

  

１．市民一人ひとりの気づきの促進 

２．こころの健康づくりの推進 

 

 

(2) 取組の方向性 

〇自殺対策や精神疾患等についての正しい知識や相談先に関する情報発信を強化していき

ます。 

〇自らのこころの不調に気づいて適切に対処できるようセルフケアの方法等を周知し

ていきます。 

〇家庭、職場、地域、学校におけるこころの健康づくりを推進していきます。 

 

(3) 主な取組 

 

取組内容 担当課 

１．市民一人ひとりの気づきの促進 

・うつ病や自殺予防に関する啓発 

パンフレットの配布及びホームページの活用 

市広報特集ページへの掲載による啓発 

・身近な人の自殺のサインに気づき、必要な対応ができるよう情報提供 

健康推進課 

・こころの状態のセルフチェックやストレスチェック等による不調の気

づきの促進と、相談先やセルフケアの方法に関する周知 
健康推進課 

・メンタルセルフケア（こころの健康づくり）や自殺予防に関する講

座・講演会を実施 
健康推進課 
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(4) 市民・地域の取組 

〇こころの健康や、うつ病について関心を持ち、正しく理解しましょう。 

〇自らのこころの不調に気づき、早めに対処してこころの健康を保ちましょう。 

 

(5) 目標 

 

 

取組内容 担当課 

２．こころの健康づくりの推進 

・国の自殺対策強化期間である９月と３月及び二十歳の集いにこころの

健康づくりについて周知・啓発を実施  
健康推進課 

・市内中学校・高校生を対象にこころの健康づくりに関する青少年健全

育成講演会を実施 
文化推進課 

・学び合いの授業や道徳の時間を中心に、規範意識や豊かな人間性の育

成に努める 

・SOSの出し方等につながる学齢に応じた「いのちの学習」の授業を実

施 

学校教育課 

指標項目 
現状値 

令和５年度 
目標値 

１．市民一人ひとりの気づきの促進 

うつ病のサインについて知っている人（「よく知ってい

た」+「大まかには知っていた」）の割合 
65.5％ 75％ 

ゲートキーパーについて知っている人の割合 8.0％ 30％ 

２．こころの健康づくりの推進 

自殺予防キャンペーンの実施 2回 2回 

「いのちの学習」を実施している学校の割合 100％ 100％ 
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２ 基本方針Ⅱ 様々な悩みを抱える人に対する支援 

(1) 施策 

 

１．相談支援体制の充実  

２．自殺のリスク要因を減らすための支援の強化 

 
 

(2) 取組の方向性 

〇様々な悩みを抱える人が適切な支援を受けることができるよう、相談窓口の充実を図り

ます。また、相談しやすい環境を整えます。 

〇「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」を抱える人に対し、関係機関と連携して

包括的な支援を推進していきます。 

 

(3) 主な取組 

取組内容 担当課 

１．相談支援体制の充実 

・地域の精神科専門医による相談を実施 

・必要に応じて医療機関をはじめとする関連機関につなげる 
健康推進課 

・こどもに関する悩みや疑問について専門の相談員が対応 

・専門の相談員が寄り添いながら問題解決方法を考える 
子育て支援課 

・経済的に困窮している人に対し、就労支援や相談支援等を実施し、早

期の自立を支援する 
福祉課 

・消費生活に関する問題や多重債務等の不安、悩みに対し、専門の弁護

士が消費生活法律相談を実施 
産業課 

・青少年センターにおいて、非行、いじめ、不登校など青少年の様々な

悩みに関する相談事業の充実と相談窓口の周知を図る 
文化推進課 

２．自殺のリスク要因を減らすための支援の強化 

・育児ストレスや負担感を軽減することやこどもとのかかわり方を学ぶ

ための教室を保健センター等で実施し、必要な支援につなげる 

・市内子ども未来園で臨床心理士と保健師による巡回相談を実施 

・各園に出向き、支援が必要なこどもを把握し、早期支援につなげると

ともに、保育士へ関わり方を助言 

健康推進課 
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(4) 市民・地域の取組 

〇外国人や障害者などへの理解を深め、多様な方法でわかりやすく伝えることを意識

しましょう。 

〇相談機関・窓口を把握しましょう。 

〇悩みがあったらひとりで抱え込まず、身近な人や相談窓口に相談しましょう。 

 

(5) 目標 

取組内容 担当課 

２．自殺のリスク要因を減らすための支援の強化 

・妊婦や乳児がいる家庭へ全戸訪問し、子育て世帯の孤立防止を図る 

・支援が必要な妊婦や産後授乳などの不安を持つ人を訪問し、産後うつ

予防などメンタル面への支援を実施 

健康推進課 

・産後に心身のケア、育児サポート等を行い、心身の安定及び育児不安

の解消を図る 

・産科関係の専門機関が連携して母子の支援を実施 

健康推進課 

・高齢者あんしん相談センターにおいて、高齢者やその家族等からの高

齢者に関する内容の相談に対応し、介護保険サービスや高齢者福祉

サービス利用等の適切な支援につなげる 

・支援が必要な高齢者に対して、関係機関との連絡調整や継続的な関わ

りを通じて適切な支援の提供に努める 

高齢者支援課 

・発達障害に対する正しい理解と適切な対応について若者支援研修会を

実施 

・生きづらさや困難を感じている青少年へのより良い支援を目指す 

文化推進課 

指標項目 
現状値 

令和５年度 
目標値 

１・相談支援体制の充実 

悩みや病気に関する相談先を知っている人の割合 34.7％ 60％ 

２．自殺のリスク要因を減らすための支援の強化 

本気で自殺を考えた人の割合 14.7％ 10％ 
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３ 基本方針Ⅲ 自殺対策を支援する環境の整備 

(1) 施策 

 

１．自殺対策を支える人材の確保・養成の推進 

２．地域・支援機関におけるネットワークの強化 

３．居場所づくりの推進 

 

(2) 取組の方向性 

〇自分の周りにいる悩みを抱える人の存在に気づき声をかけ必要に応じて適切な相談窓口

等につないでいけるよう、ゲートキーパーをはじめとする自殺対策にかかる人材の確

保・養成を推進していきます。 

〇市民が抱える悩み、さまざまな問題・課題に対応できるよう地域・支援機関との連携の

強化を図ります。 

〇孤独・孤立のリスクを抱える人たちが、地域とつながり社会参加できるよう、居場所づ

くり等の支援を推進します。 

 

(3) 主な取組 

 

取組内容 担当課 

１．自殺対策を支える人材の確保・養成の推進 

・ゲートキーパー講座を市民・職員及び保健医療関係者等に実施 

・悩みを抱える人への支援を早期に行えるように支援 
健康推進課 

２．地域・支援機関におけるネットワークの強化 

・保健、医療及び福祉に関係する団体、教育関係機関、地域団体の代表

等で構成する協議会を実施 
健康推進課 

・関係機関の連携強化や支援者の資質向上を目的とした連携会議や研修

会を開催するとともに、市民への啓発や意識向上を目的とした地域福

祉に関するシンポジウム等を開催し、世代や属性を問わない包括的な

相談支援体制の構築を図る 

福祉課 
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(4) 市民・地域の取組 

〇様々な地域活動に関心を持ち、参加できそうな活動に参加して交流を図りましょう。 

〇悩みを抱える人に気づいたら、相談機関窓口へつなげましょう。 

〇誰もが気軽に集まれる居場所や社会へ参加をする機会をつくりましょう。 

 

(5) 目標 

指標項目 
現状値 

令和５年度 
目標値 

１．自殺対策を支える人材の確保・養成の推進 

ゲートキーパー養成講座の受講者数 922人 1,000人 

市職員の自殺対策研修受講者数 602人 800人 

２．地域・支援機関におけるネットワークの強化 

自殺対策推進協議会の開催回数 年1回 年1回以上 

３．居場所づくりの推進 

友人・知人との交流の頻度が「日常的にある」人の割合 29.1％ 35％ 

取組内容 担当課 

３．居場所づくりの推進 

・妊婦や子育て中の親との出会いの場を設け、孤独・孤立を防ぐ 健康推進課 

・利用しやすいオープンな場所で地域子育て支援拠点事業を実施し、乳

幼児親子の支援、交流や学びの場の提供等、地域の子育て環境の充実

を図る 

子育て支援課 

・学校に適応することが難しい不登校児童生徒が安心して過ごせる居場

所を提供 
学校教育課 

・生活支援コーディネーターが把握する高齢者サロンをまとめたつどい

の場マップにより、高齢者とサロンのマッチングをし、高齢者の居場

所を提供 

高齢者支援課 

高齢者あんしん

相談センター 
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４ 基本方針Ⅳ ライフステージ別の対策 

(1) 取組の方向性 

自殺の原因・動機の特徴はライフステージごとに異なります。 

学生生活を送る児童・生徒から働く世代、高齢者に至る様々なライフステージに応

じた支援の取組について、基本方針Ⅰ～Ⅲに準じて、各課と連携しながら強化してい

きます。 

 

(2) 主な取組（基本方針Ⅰ～Ⅲの一部を再掲） 

取組内容 担当課 

ライフステージ 

基本

方針 

こ
ど
も
・ 

子
育
て
期 

成
人
期 

高
齢
期 

・育児ストレスや負担感を軽減することやこ

どもとのかかわり方を学ぶための教室を保

健センター等で実施し、必要な支援につな

げる 

・各園に出向き、支援が必要なこどもを把握

し、早期支援につなげるとともに、保育士

へ関わり方を助言 

健康推進課 ○   Ⅱ 

・妊婦や乳児がいる家庭へ全戸訪問し、子育

て世帯の孤立防止を図る 

・支援が必要な妊婦や産後授乳などの不安を

持つ人を訪問し、産後うつ予防などメンタ

ル面への支援を実施 

健康推進課 ○   Ⅱ 

・産後に心身のケア、育児サポート等を行

い、心身の安定及び育児不安の解消を図る 

・産科関係の専門機関が連携して母子の支援

を実施 

健康推進課 ○   Ⅱ 

・利用しやすいオープンな場所で地域子育て

支援拠点事業を実施し、乳幼児親子の支

援、交流や学びの場の提供等、地域の子育

て環境の充実を図る 

子育て支援課 ○   Ⅲ 

 



 

45 

取組内容 担当課 

ライフステージ 

基本

方針 

こ
ど
も
・ 

子
育
て
期 

成
人
期 

高
齢
期 

・地域の精神科専門医による相談を実施 

・必要に応じて医療機関をはじめとする関連

機関につなげる 

健康推進課 ○ ○ ○ Ⅱ 

・学び合いの授業や道徳の時間を中心に、規

範意識や豊かな人間性の育成に努める 

・SOSの出し方等につながる学齢に応じた「い

のちの学習」の授業を実施 

学校教育課 ○   Ⅰ 

・青少年センターにおいて、非行、いじめ、

不登校など青少年の様々な悩みに関する相

談事業の充実と相談窓口の周知を図る 

文化推進課 ○   Ⅱ 

・発達障害に対する正しい理解と適切な対応

について若者支援研修会を実施 

・生きづらさや困難を感じている青少年への

より良い支援を目指す 

文化推進課 ○ ○  Ⅱ 

・市内中学校、高校生を対象にこころの健康

づくりに関する青少年健全育成講演会を実

施 

文化推進課 ○  

 

Ⅰ 

・関係機関の連携強化や支援者の資質向上を

目的とした連携会議や研修会を開催すると

ともに、市民への啓発や意識向上を目的と

した地域福祉に関するシンポジウム等を開

催し、世代や属性を問わない包括的な相談

支援体制の構築を図る 

福祉課 ○ ○ ○ Ⅲ 

・高齢者あんしん相談センターにおいて、高

齢者やその家族等からの高齢者に関する内

容の相談に対応し、介護保険サービスや高

齢者福祉サービス利用等の適切な支援につ

なげる 

・支援が必要な高齢者に対して、関係機関と

の連絡調整や継続的な関わりを通じて適切

な支援の提供に努める 

高齢者支援課   ○ Ⅱ 
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(3) 目標 

指標項目 
現状値 

令和５年度 
目標値 

１．こども・子育て期 

心配事について相談できる人がいる小中学生

（「相談できる人がいない」＋「無回答」以

外）の割合 

小学生 86.9％ 

95％ 

中学生 90.9％ 

「いのちの学習」を実施している学校の割合（再掲） 100％ 100％ 

ゆったりとした気分でこどもと過ごす母親の割合（４か

月児健診） 
90.3％ 95％ 

２．成人期 

悩みやストレスについて相談できる相手がいる40～64歳

の割合 
75.7％ 80％ 

本気で自殺を考えた人の割合 

20歳代 33.3％ 25％ 

30歳代 26.0％ 20％ 

40歳代 23.7％ 20％ 

週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時

間以上の雇用者の割合 
13.1％ 10％ 

３．高齢期 

友人・知人との交流が「日常的にある」65歳以上の割合 30.4％ 40％ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 

計画の推進体制 
 

 



 

48 

１ 推進体制 

自殺対策を推進するためには、市民・地域・関係機関・民間団体・企業・学校・行政

等がそれぞれの役割を担い、相互に連携・協働して取り組むことが必要であることから、

「犬山市自殺対策推進協議会」において、連携強化を図り、自殺対策を総合的・効果的

に推進できる体制を整えます。 

また、庁内での自殺対策の推進体制を確立するため、「犬山市自殺対策庁内連携会議」

において、庁内関係課が横断的に計画の進行管理をするとともに、関連施策との有機的

な連携を図り、計画に沿った事業・取組を確実に推進します。 

 

２ 計画の進行管理 

計画期間中、事業・取組についてPDCAサイクルによる適切な管理を行います。進行管

理では、庁内関係課において、施策の進行状況を把握・点検・評価し、その状況に応じ

て事業・取組を適宜改善していきます。また、進行状況については、「犬山市自殺対策推

進協議会」において報告し、より効果的な自殺率の減少を目指した取組について協議し、

次期計画の策定に反映させていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action（改善） 

事業・目標 

の見直し 

Do（実施） 

事業の実施 

Plan（計画） 

計画の策定・ 

事業の企画 

Check（評価） 

事業・計画の

評価 
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３ SDGsを念頭においた計画の推進 

SDGs（持続可能な開発目標）とは、平成27（2015）年の国連サミットにおいて採択さ

れた、令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17の目

標と169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自殺対策は「誰も追い込まれることのない社会の実現を目指す」という基本理念の下、

生きることの包括的な支援として、社会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人

ひとりの生活を守るという姿勢で展開する必要があります。 

SDGsの目標３「すべての人に健康と福祉を」をテーマにし、過剰労働による健康被害

や自殺の問題などを踏まえ、行政や地域、家庭、民間団体、企業をはじめとする関係者

が協働して誰もが生きやすい社会の実現を目標とした本計画の姿と一致するものであり、

SDGsの視点を念頭に置きながら取組を進めていきます。 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 
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１ 関連事業一覧（基本方針Ⅳは基本方針Ⅰ～Ⅲに準ずる） 

自殺対策を総合的かつ効果的に展開するためには、関係課等において実施している

様々な取組との連携が必要です。 

各関係課等の実施している事業は自殺対策を主目的にしているものではないが、自殺

の抑止につながる事業であるため、自殺対策の関連事業として推進していきます。 

（★）は基本方針Ⅰ～Ⅳにおける主な事業です。 

基本方針Ⅰ 自殺対策等に関する教育・啓発   

事業 取組内容 関係課等 

ライフステージ 

こ
ど
も
・ 

子
育
て
期 

成
人
期 

高
齢
期 

うつ病や自殺予

防に関する啓発

（★） 

・パンフレットの配布及びホームページの活用 

・市広報特集ページへの掲載による啓発 

・身近な人の自殺のサインに気づき、必要な対応

ができるよう情報提供 

健康推進課 ○ ○ ○ 

こころの健康管

理の方法の周知

（★） 

・こころの状態のセルフチェックやストレス

チェック等による不調の気づきの促進と、相

談先やセルフケアの方法に関する周知 

健康推進課 ○ ○ ○ 

こころの健康に

関する講座・講

演会（★） 

・メンタルセルフケア（こころの健康づくり）や

自殺予防に関する講座・講演会を実施 
健康推進課 ○ ○ ○ 

自殺予防キャン

ペーン（★） 

・国の自殺対策強化期間である９月と３月及び、

二十歳の集いにこころの健康づくりについて周

知・啓発を実施 

健康推進課 ○ ○ ○ 

青少年健全育成

講演会（★） 

・市内小中学校・高校生を対象に、こころの健康

づくりに関する青少年健全育成講演会を実施 
文化推進課 ○   

いのちの学習

(★) 

・学び合いの授業や道徳の時間を中心に、規範意

識や豊かな人間性の育成に努める 

・SOSの出し方等につながる学齢に応じた「いの

ちの学習」の授業を実施 

学校教育課 ○   

職場におけるこ

ころの健康づく

り講座 

・依頼があった市内事業所へ出向き、こころの健

康に関する講話を実施 

・メンタルヘルスに関するパンフレットの配布 

健康推進課  ○ ○ 
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事業 取組内容 関係課等 

ライフステージ 

こ
ど
も
・ 

子
育
て
期 

成
人
期 

高
齢
期 

犬山市教育研究

会健康教育研究

委員会 

・各学校で「いのちの学習」を実施するための市

内統一カリキュラム「芽ぶき」の作成、見直し 

・自殺予防教育の進め方や指導の在り方を検討 

学校教育課 ○   

自殺予防等健康

課題解決指導者

研修会 

・学校における自殺予防教育を推進するために、

愛知県が実施する研修会へ中学校の教員を派遣 

・教員が自殺予防教育の必要性を理解し、SOSの

出し方に関する教育をはじめとする実践的な指

導方法等を身につける 

学校教育課 ○   

LGBTQ＋普及啓

発事業 

・LGBTQ＋に関する周囲への理解を深め、多様な

価値観や生き方を認め合える環境整備に関する

普及啓発を実施 

多様性社会

推進課 
○ ○ ○ 

自殺予防啓発事

業 

・毎年９月の自殺予防週間に合わせ、相談窓口の

周知を図るための街頭啓発キャンペーンを実施 
江南保健所 ○ ○ ○ 

メンタルヘルス

に関する研修会

事業 

・メンタルヘルスに関する事項について、事業主

等を中心に理解を深めるセミナーを開催 

犬山 

商工会議所 
 ○  

 

基本方針Ⅱ 様々な悩みを抱える人に対する支援 

 
 

事業 取組内容 関係課等 

ライフステージ 

こ
ど
も
・ 

子
育
て
期 

成
人
期 

高
齢
期 

精神科医による 

こころの健康相

談（★） 

・地域の精神科専門医による相談を実施 

・必要に応じて医療機関をはじめとする関連機関

につなげる 

健康推進課 ○ ○ ○ 

妊産婦訪問

（★） 

・妊婦や乳児がいる全ての家庭へ訪問し、子育て

世帯の孤立防止を図る 

・支援が必要な妊婦や産後授乳などの不安を持つ

人を訪問し、産後うつ予防などメンタル面への

支援を実施 

健康推進課 ○   
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事業 取組内容 関係課等 

ライフステージ 

こ
ど
も
・ 

子
育
て
期 

成
人
期 

高
齢
期 

親子教室・ス

キップ教室

（★） 

・育児ストレスや負担感を軽減することやこども

とのかかわり方を学ぶための教室を保健セン

ター等で実施し、必要な支援につなげる 

・各園に出向き、支援が必要なこどもを把握し、

早期支援につなげるとともに、保育士へ関わり

方を助言 

健康推進課 ○   

産後ケア事業

(★) 

・産後に心身のケア、育児サポート等を行い、心

身の安定及び育児不安の解消を図る 

・産科関係の専門機関が連携して母子の支援を実

施 

健康推進課 ○   

家庭児童相談室

（★） 

・こどもに関する悩みや疑問について専門の相談

員が対応 

・専門の相談員が寄り添いながら問題解決方法を

考える 

子育て支援課 ○   

生活困窮者自立

支援事業（★） 

・経済的に困窮している人に対し、就労支援や相

談支援等を実施し、早期の自立を支援する 
福祉課  ○ ○ 

消費生活法律相

談（★） 

・消費生活に関する問題や多重債務等の不安、悩

みに対し専門の弁護士が消費生活法律相談を実

施 

産業課  ○ ○ 

青少年悩み相談

（★） 

・青少年センターにおいて、非行、いじめ、不登

校など青少年の様々な悩みに関する相談事業の

充実と相談窓口の周知を図る 

文化推進課 ○ ○  

高齢者あんしん

相談センター職

員による総合相

談業務（★） 

・高齢者あんしん相談センターにおいて、高齢者

やその家族等からの高齢者に関する内容の相談

に対応し、介護保険サービスや高齢者福祉サー

ビス利用等の適切な支援につなげる 

・支援が必要な高齢者に対して、関係機関との連

絡調整や継続的な関わりを通じて適切な支援の

提供に努める 

高齢者支援課   ○ 
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事業 取組内容 関係課等 

ライフステージ 

こ
ど
も
・ 

子
育
て
期 

成
人
期 

高
齢
期 

困難を抱えた子ど

も・若者支援のた

めの研修会及び青

少年健全育成講演

会（★） 

・発達障害に対する正しい理解と適切な対応につ

いて若者支援研修会を実施 

・生きづらさや困難を感じている青少年へのより

良い支援を目指す 

文化推進課  ○  

母子健康手帳の

交付 

・妊娠届出書から悩みや不安・既往歴等を確認

し、妊娠中のフォローを実施 

・精神的な不安を把握し、産後うつ等の予防や対

応を実施 

健康推進課 ○   

『すくすく❣いぬ

まる』相談事業 

・妊娠中から子育てに係る親子の不安や負担を軽減

するため専用電話や専用メールへの相談に対応 

・訪問支援を実施 

健康推進課 ○   

子育て相談 
・心理相談員による相談を実施し、育児不安や育

児ストレスの軽減を図る 
健康推進課 ○   

自死遺族に関す

る相談機関等の

周知 

・自死遺族への相談機関について市ホームページ

への掲載やチラシの配布 
健康推進課  ○ ○ 

アルコール相談 
・断酒会会員によるアルコールに関する悩み相談

の実施 

断酒会 

健康推進課 
 ○ ○ 

虐待に関する相

談事業 

・こどもの虐待に関する相談について担当職員が

対応 

・緊急を要する相談については専用電話により24

時間365日対応 

子育て支援課 ○   

子ども人権教室 
・保育園児等を対象に思いやりの大切さやいじめ

をなくすことなどを伝える人権教室を開催 
子ども未来課 ○   

スクールソー

シャルワーカー 

・児童生徒が抱えている問題に対して、保護者や

学校、関係機関と連携し、解決に向けた支援を

行う 

学校教育課 ○   

スクールカウン

セラー 

・愛知県から派遣される専門家を中学校区毎に配

置し、こどもや保護者に対しカウンセリング等

を実施 

・緊急時にはスーパーバイザーによるこどもたち

のこころのケアを実施 

学校教育課 ○   
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事業 取組内容 関係課等 

ライフステージ 

こ
ど
も
・ 

子
育
て
期 

成
人
期 

高
齢
期 

若年者就労支援

事業 

・いちのみや若者サポートステーションと連携

し、働くことや自らの進路、社会へ出ていくこ

とに悩みを持つ若者やその家族に対して相談を

実施 

産業課  ○  

消費生活相談 
・犬山市消費生活センターが消費生活に関する助

言、情報提供、問題解決のための相談を実施 
産業課 〇 ○ ○ 

労働相談 
・愛知県と連携し、労働者、事業主に対する助

言、情報提供のための相談を実施 
産業課  ○  

市民相談 
・身のまわりの困り事等に関する相談が受けられ

るように、市民相談員による相談を実施 
企画広報課 ○ ○ ○ 

人権相談 ・人権擁護委員による人権に関する相談を実施 市民課  ○ ○ 

生活保護制度 

・資産や能力等全てを活用してもなお生活に困窮

する人に対し、健康で文化的な最低限度の生活

を保障し、自立の助長を図るため、困窮の程度

に応じて必要な保護を行う 

福祉課 ○ ○ ○ 

障害者相談支援

事業 

・障害者やその家族等の総合相談窓口として、障

害者の福祉に関する様々な問題について必要な

情報の提供や助言等を実施 

障害者支援課 ○ ○ ○ 

尾張北部地域産

業保健センター

PR事業 

・犬山商工会議所主催の事業所従業員等の集団健

康診断事業時に、尾張北部地域産業保健セン

ター健康相談事業等の周知 

犬山 

商工会議所 
 ○  

就労相談 ・就労が困難な方の相談を実施 
犬山公共職

業安定所 
 ○  

精神保健福祉相

談 

・メンタルヘルス相談等、精神保健福祉に関する

相談を実施 
江南保健所 ○ ○ ○ 
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基本方針Ⅲ 自殺対策を支援する環境の整備    

事業 取組内容 関係課等 

ライフステージ 

こ
ど
も
・ 

子
育
て
期 

成
人
期 

高
齢
期 

ゲートキーパー

講座（★） 

・ゲートキーパー講座を市民・職員及び保健

医療関係者等に実施 

・悩みを抱える人への支援を早期に行えるよ

うに支援 

健康推進課  ○ ○ 

犬山市自殺対策

推進協議会

（★） 

・保健・医療及び福祉に関係する団体、教育

関係機関、地域団体の代表等で構成する協

議会を実施 

健康推進課 ○ ○ ○ 

ママ友in犬山 

（★） 

・妊婦や子育て中の親との出会いの場を設

け、孤独・孤立を防ぐ 

健康推進課 ○   

重層的支援体制

整備事業（★） 

・関係機関の連携強化や支援者の資質向上を

目的とした連携会議や研修会を開催すると

ともに、市民への啓発や意識向上を目的と

した地域福祉に関するシンポジウム等を開

催し、世代や属性を問わない包括的な相談

支援体制の構築を図る 

福祉課 ○ ○ ○ 

教育支援セン

ター（★） 

・学校に適応することが難しい不登校児童生

徒が安心して過ごせる居場所を提供 

学校教育課 ○   

高齢者サロンに

よる居場所づく

り（★） 

・生活支援コーディネーターが把握する高齢

者サロンをまとめたつどいの場マップによ

り、高齢者とサロンのマッチングをし、高

齢者の居場所を提供 

高齢者支援課 

高齢者 

あんしん相談 

センター 

  ○ 

地域子育て支援

拠点事業（★） 

・利用しやすいオープンな場所で地域子育て

支援拠点事業を実施し、乳幼児親子の支

援、交流や学びの場の提供等、地域の子育

て環境の充実を図る 

子育て支援課 ○   
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事業 取組内容 関係課等 

ライフステージ 

こ
ど
も
・ 

子
育
て
期 

成
人
期 

高
齢
期 

専門医療機関等

との連携 

・適切な通院・入院ができるよう専門医療機関

等との連携を図る 
健康推進課 ○ ○ ○ 

母子家庭等就業

支援講習会 

・ひとり親家庭の母や父を対象に就業支援講習

会を実施し、ひとり親家庭の経済的自立を図

る 

子育て支援課 ○   

男女共同参画啓

発事業 

・性別問わず、家庭や職場、地域において各々

の個性と能力が発揮できる環境の整備に関す

る啓発を実施 

多様性社会 

推進課 
○ ○ ○ 

民生委員児童委

員等との協働  

・民生委員児童委員やボランティアと協働し、

地域での相談支援等を実施 
福祉課 ○ ○ ○ 

住居確保給付金

事業 

・離職等による収入減少から経済的に困窮して

いる人で、就労能力及び就労意欲があり、給

付要件に該当する人に対して、就労機会等の

確保に向けた支援のため、家賃額基準を上限

とした家賃相当額を一定期間支給する 

福祉課  ○ ○ 

介護者家族会の

開催 
・介護者同士が悩みを話せる機会を設定 高齢者支援課  ○ ○ 

高齢者緊急通報

システム事業 

・緊急通報システムを設置することで、日常生

活の安全確保及び不安の解消を図るととも

に、円滑な救助及び援助につなげる 

高齢者支援課   ○ 

ひとり暮らし高

齢者あんしん

コール事業 

・あんしんコール協力員が電話での定期的な確

認を実施することで、安否確認をするととも

に孤独感の緩和を図る 

高齢者支援課   ○ 

 



 

59 

事業 取組内容 関係課等 

ライフステージ 

こ
ど
も
・ 

子
育
て
期 

成
人
期 

高
齢
期 

地域の支えあい

の充実と体制整

備 

・生活支援コーディネーターを配置 

・高齢者の社会参加を通じた生きがいづくりを

支援することで、地域での支えあい活動の推

進を図る 

・地域の実情に応じた様々な課題を情報共有

し、その地域課題の解決に向けた方策を検討 

高齢者支援課

高齢者 

あんしん 

相談センター 

  ○ 

老人クラブ支援

事業 

・老人クラブ連合会及び単位老人クラブが実施

する活動を支援 
高齢者支援課   ○ 

地域活動支援セ

ンター「希楽

里」 

・創作的活動または生産活動機会の提供、精神

障害者の社会との交流の促進を図る 
障害者支援課  ○ ○ 

こころの居場所

「はなみずき」 

・こころが疲れている、人と話がしたいと思っ

ている人たちの居場所として、気軽に訪れ過

ごせる場所を提供 

障害者支援課 ○ ○ ○ 

相談窓口ネット

ワーク事業 

・管内の保健機関、医療機関、相談機関等の関

係者による会議を開催 

・会議にて相談機関等の連携のあり方や地域の

自殺未遂者支援対策についての意見交換等を

実施 

江南保健所 

健康推進課 

消防署 

○ ○ ○ 

アルコール健康

障害対策地域連

携事業 

・関係機関の職員等が、アルコール関連問題の

対応方法を学び、当事者及びその家族への支

援を充実させるとともに、地域の関係機関が

連携して支援する体制を整備 

江南保健所  ○ ○ 

自殺対策地域力

強化人材育成事

業 

・関係機関担当者を対象に、自殺未遂者の心理

状態や基本的な支援技術の向上、包括的支援

につなげるための研修会を開催 

江南保健所  ○ ○ 
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２ 用語集 

【あ行】 

ICT 

情報通信技術を指す「Information & Communi

cations Technology」の略称。 

いちのみや若者サポートステーション 

厚生労働省の認定事業で、働くことや自らの

進路、社会へ出ていくことに悩みを持つ若い人

たちに対して、職業的自立と、一人ひとりの状

況に応じた継続的な支援を実施している。一宮

市・稲沢市・犬山市・江南市・岩倉市・丹羽郡

大口町・丹羽郡扶桑町・愛西市・津島市・あま

市・弥富市・海部郡大治町・海部郡蟹江町・海

部郡飛鳥村と、その近郊に居住する就労を目指

す人とその家族が利用できる。 

犬山市総合計画 

総合計画は、「犬山市をどのようなまちにして

いくのか」、そのために「だれが、どんなことを

していくのか」を総合的・体系的にまとめたも

ので、市のすべての計画の基本となるもの。 

犬山市地域福祉計画 

社会福祉法第107条の規定に基づく計画で、地

域福祉を推進していくための理念や総合的な方

向性を示すもの。最上位計画である「総合計

画」の方針に基づき関連計画との整合・連携を

図るとともに、各福祉分野における「上位計

画」として位置付けられる。本市においては、

「重層的支援体制整備事業計画」、「成年後見制

度利用促進基本計画」、「再犯防止推進計画」、市

社会福祉協議会が策定した「地域福祉活動計

画」を包含している。 

いのち支える自殺対策推進センター 

自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資する

ための調査研究及びその成果の活用等を推進す

るとともに、国及び地方公共団体、関係団体等

と連携しながら自殺対策の一層の充実を図り、

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現

に寄与することを目的とする厚生労働大臣指定

法人。 

うつ病のサイン 

厚生労働省では以下の症状をうつ病のサイン

としてあげている。次のうち５つ以上が２週間

以上続いていたら、専門家に相談することが推

奨されている。 

○悲しく憂うつな気分が一日中続く 

○これまで好きだったことに興味がわかない、

何をしても楽しくない 

○食欲が減る、あるいは増す 

○眠れない、あるいは寝すぎる 

○イライラする、怒りっぽくなる 

○疲れやすく、何もやる気になれない 

○自分に価値がないように思える 

○集中力がなくなる、物事が決断できない 

○死にたい、消えてしまいたい、いなければ

よかったと思う 

SDGｓ（Sustainable Development Goals:持続

可能な開発目標） 

令和３（2001）年に策定されたミレニアム開発

目標（MDGs）の後継として、平成27（2015）年9

月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択され

た「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に

記載された、令和12（2030）年までに持続可能で

よりよい世界を目指す国際目標。17のゴール・

169のターゲットから構成され、地球上の「誰一

人取り残さない（leave no one behind）」ことを

誓っている。 

LGBTQ＋ 

レズビアン(Lesbian）、ゲイ（Gay）、バイセク

シュアル（Bisexual）、トランスジェンダー

（Transgender）、クィア/クエスチョニング

（Queer/Questioning）の頭文字をとった言葉で、

性的少数者の方を表す総称。「＋」はそれ以外の

分類できない性別を含んでいることを表す。 

また、LGBTQ＋の総称として「性的マイノリ

ティ（性的少数者）」と言われている。 
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【か行】 

核家族世帯 

夫婦のみ世帯、夫婦と子世帯、ひとり親と子

世帯をいう。 

傾聴 

「積極的傾聴」は、米国の心理学者でカウン

セリングの大家であるカール・ロジャーズに

よって提唱された。聴く側の３要素として「共

感的理解」、「無条件の肯定的関心」、「自己一

致」をあげ、これらの人間尊重の態度を持って

相手の話を聞くこと。 

〇共感的理解：相手の話を、相手の立場に

立って、相手の気持ちに共感しながら理解

しようとする。 

〇無条件の肯定的関心：相手の話を善悪の評

価、好き嫌いの評価を入れずに聴く。相手

の話を否定せず、なぜそのように考えるよ

うになったのか、その背景に肯定的な関心

を持って聴く。 

〇自己一致：聴き手が相手に対しても、自分

に対しても真摯な態度で、話が分かりにく

いときは分かりにくいことを伝え、真意を

確認する。 

ゲートキーパー 

地域や職場、教育、その他様々な分野におい

て、身近な人の自殺の危険を示すサインに気づ

き、声をかけ、その人の話を受け止め、必要に

応じて専門の相談機関につなぐなどの役割が期

待される人のこと。 

健康寿命 

健康上の問題で日常生活が制限されることな

く生活できる期間のこと。 

高齢化率 

ある地域に住む総人口のうち65歳以上の人口

が占める割合のこと。また、総人口のうち75歳

以上の人口が占める割合のことを「後期高齢化

率」という。 

国勢調査 

国勢調査は、日本に住んでいる全ての人及び

世帯を対象とする国の最も重要な統計調査で、

国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、

５年ごとに行われる。 

国勢調査から得られる様々な統計は、国や地

方公共団体の政治・行政で広く利用されること

はもとより、民間企業や研究機関などでも経営

や研究などの基礎データとして幅広い用途に利

用されている。 

国立社会保障・人口問題研究所 

社会保障と人口問題に関する調査研究を通じ

て、人々の生活を支える政策形成に資する基盤

を提供することを目的とする厚生労働省の施設

等機関。 

【さ行】 

産後うつ 

産後うつは気分の落ち込みや楽しみの喪失、

自責感や自己評価の低下などを訴え、産後３か

月以内に発症することが多い。産後うつ病の早

期発見と支援のため、産後の健診（産婦健康診

査事業）によるEPDS(エジンバラ産後うつ病質問

票)を用いたスクリーニングが行われている。 

産後ケア事業 

出産後、退院間もない母子に対して心身のケ

アや育児のサポート等を行い、産後も安心して

子育てができる支援体制の確保を行う事業。 

自己肯定感 

自分のあり方を積極的に評価できる感情、自

らの価値や存在意義を肯定できる感情などを意

味する。 

自殺企図 

自殺を意図して行った行為をいう。自殺未遂

とは自殺企図の結果、生存している場合をいう。

死に至った場合は自殺（既遂）となる。 

自殺死亡率 

人口10万人当たりの自殺者数のこと。我が国
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の自殺死亡率は主要先進７カ国の中で最も高い。 

自殺総合対策大綱 

自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき

自殺対策の指針として定めるもの。おおむね５

年を目途に見直すこととされているため、平成

19（2007）年６月に策定された後、平成 24

（2012）年８月と平成29（2017）年７月に見直

しが行われた。基本法改正の趣旨と我が国の自

殺の実態を踏まえ、令和４（2022）年10月に新

たな大綱が閣議決定された。 

自殺対策基本法 

我が国において自殺による死亡者数が高い水

準で推移している状況に対処するために、自殺

対策に関し基本理念や国、地方公共団体等の責

務等自殺対策の基本となる事柄を定めた法律。 

自殺対策強化期間 

厚生労働省は、９月10日～16日を「自殺予防

週間」、３月を「自殺対策強化月間」として、自

殺防止に向けた集中的な啓発活動を実施してい

る。 

自殺念慮 

自殺という能動的な行為で人生を終わらせよ

うという考え方。強い感情を伴った自殺に対す

る思考あるいは観念が精神生活全体を支配し、

それが長期にわたって持続する。 

自死遺族 

自殺によって家族を亡くされた遺族の呼称で

ある。自殺対策基本法では「自殺者の親族等」

と表記されている。 

主任児童委員 

「民生委員児童委員」参照。 

新型コロナウイルス 

令和元（2019）年に中国武漢市で発見され、

全世界に感染拡大した「COVID-19」という病気

を引き起こす病原体の名称。高齢者や心臓病、

糖尿病等の基礎疾患を患っていた人では、重症

の肺炎を引き起こすことが多く、人から人への

感染は咳や飛沫を介して起こり、特に、密閉・

密集・密接（三密）の空間での感染拡大が頻繁

に確認されている。令和５年（2023）５月８日

に、新型コロナウイルス感染症の位置づけは、

「新型インフルエンザ等感染症（いわゆる２類

相当）」から「５類感染症」に引き下げられた。 

人権擁護委員 

人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、

地域の人から人権相談を受け、問題解決の手伝

いをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害

から被害者を救済したり、地域の人に人権につ

いて関心を持ってもらえるような啓発活動を

行っている。 

スクールカウンセラー 

学校に配置され、児童・生徒の生活上の問題

や悩みの相談に応じるとともに、教員や保護者

に対して指導・助言を行う専門家。多くは臨床

心理士があてられる。 

スクールソーシャルワーカー 

こどもを取り巻く環境に働きかけ、家庭、学

校、地域の橋渡し等により、こどもが抱えてい

る問題の改善に向けて支援する役割。 

ストレスチェック 

ストレスに関する質問票（選択回答）に労働

者が記入し、それを集計・分析することで、自

分のストレスがどのような状態にあるのかを調

べる簡単な検査。「労働安全衛生法」という法律

が改正されて、労働者が50人以上いる事業所で

は、平成27年12月から、毎年１回、この検査を

全ての労働者に対して実施することが義務付け

られた。 

生活困窮者 

就労の状況、心身の状況、地域社会との関係

性その他の事情により、現に経済的に困窮し、

最低限度の生活を維持することができなくなる

おそれのある者をいう。 
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生活支援コーディネーター 

地域住民や多様な主体ごとの多様な価値判断

を尊重しながら地域での共創を推進するため、

生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、

ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発

掘等の地域資源の開発やそのネットワーク化な

どを行う。 

性的マイノリテイ 

「LGBTQ＋」参照。 

【た行】 

断酒会 

お酒に悩む人たちによる自助組織であり、同

じ悩みを持つ人たちが互いに理解しあい、支え

あうことによって問題を解決していく組織。 

地域ケア会議 

高齢者個人に対する支援の充実と、それを支

える社会基盤の整備とを同時に進めていく、地

域包括ケアシステムの実現に向けた手法。具体

的には、地域包括支援センター等が主催し、次

のことを行う。 

○医療、介護等の多職種が協働して高齢者の

個別課題の解決を図るとともに、介護支援

専門員の自立支援に資するケアマネジメン

トの実践力を高める。 

○個別ケースの課題分析等を積み重ねること

により、地域に共通した課題を明確化する。 

○共有された地域課題の解決に必要な資源開

発や地域づくり、さらには介護保険事業計

画への反映などの政策形成につなげる。 

地域自殺実態プロファイル 

自殺総合対策推進センターにおいて、全ての

都道府県及び市町村それぞれの自殺の実態を分

析したデータファイルのこと。 

閉じこもり 

外出頻度が少なく、生活の活動空間がほぼ家

の中のみへと狭小化する状態のこと。閉じこも

ると活動性が低下することにより、廃用症候群

が発生・増悪し、さらに心身の活動能力を失っ

ていき、要介護状態へと進行すると考えられて

いる。 

【は行】 

PDCAサイクル 

PDCAサイクルとは、「Plan（計画）→Do（実

行）→Check（評価）→Action（改善）」という

一連のプロセスを繰り返し行うことで、業務の

改善や効率化を図る手法のひとつ。この一連の

循環を繰り返すことで継続的に成長していくこ

とがPDCAサイクルの目的である。 

【ま行】 

民生委員・児童委員 

厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域

において、常に住民の立場に立って相談に応じ、

必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める

人々であり、「児童委員」を兼ねている。 

児童委員は、地域のこどもたちが元気に安心

して暮らせるように、こどもたちを見守り、子

育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支

援等を行う。また、一部の児童委員は児童に関

することを専門的に担当する「主任児童委員」

の指名を受ける。 

みんなで進める いぬやま健康プラン21 

犬山市民が健やかに心豊かに生活できる活力

あるまちであり続けるために、市民を中心に健

康づくりを積極的に進めていくための行動計画。 

メンタルヘルス 

こころの健康状態を意味する。心が軽い、穏

やかな気持ち、やる気が沸いてくるような気持

ちのときは、こころが健康といえる。 

【よ行】 

抑うつ状態 

気分が落ち込んで何にもする気になれない、

「憂鬱な気分」などのこころの状態が強くなり、

様々な精神症状や身体症状がみられること。 



 

64 

３ 犬山市自殺対策推進協議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、犬山市附属機関設置条例（平成28年条例第36号）第８条の規定に基づき、

犬山市自殺対策推進協議会（以下「協議会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （委員） 

第２条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 保健、医療及び福祉に関係する団体の代表者 

 (2) 教育関係機関の代表者 

 (3) 地域団体の代表者 

 (4) その他市長が必要と認める者 

 （会長及び副会長） 

第３条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （招集及び議事） 

第４条 協議会の会議（以下この条において「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、

会長及び副会長が在任しないときの会議は、市長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

５ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くこ

とができる。 

 （部会） 

第５条 協議会は、地域の特性に応じた自殺対策の検討及び取組の成果の検証を行うため必要が

あるときは、部会を置くことができる。 

２ 部会の構成員は、委員のうちから会長が指名する。 

３ 部会ごとに部会長を置く。 

４ 部会長は、部会の構成員のうちから会長が指名する。 
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５ 部会長は、その部会の事務を掌理する。 

６ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する部会の構成員がその職務を代理す

る。 

 （部会の招集及び議事） 

第６条 部会の会議（以下この条において「会議」という。）は、部会長が招集する。ただし、

部会長及びその職務を代理する者が在任しないときの会議は、会長が招集する。 

２ 部会長は、会議の議長となる。 

３ 部会は、部会の構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

５ 部会長は、部会の検討又は検証が終了したときは、当該検討又は検証の結果を協議会に報告

しなければならない。 

 （庶務） 

第７条 協議会の庶務は、健康福祉部健康推進課において行う。 

 （雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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４ 犬山市自殺対策推進協議会委員名簿 

 

（敬称略） 

 
氏  名 所属等 備考 

１号委員 

兼松 克己 尾北医師会犬山支部代表 〇副会長 

黒川 淳一 尾北医師会犬山支部 精神科医師代表 ◎会長 

緒方 未輝子 市内病院ケースワーカー代表  

粥川 遼 犬山市社会福祉協議会代表  

清水 美和 江南保健所代表  

野呂 一彦 犬山市民生委員児童委員協議会代表  

糸井川 三保子 市内高齢者あんしん相談センター代表  

２号委員 髙木 潔 犬山市内小中学校校長会代表  

３号委員 

宮地 巨樹 連合愛知尾張西地域協議会代表  

伊藤 文秋 犬山商工会議所代表  

渡辺 啓司 犬山公共職業安定所代表  

松岡 怜奈 江南労働基準監督署代表  

渋谷 塁 犬山警察署代表  

 

 1号委員：保健、医療及び福祉に関する団体の代表者    

2号委員：教育関係機関の代表者   

 3号委員：地域団体の代表者                

 4号委員：その他市長が必要と認める者 
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５ 犬山市自殺対策庁内連携会議要綱 

（設置） 

第１条 市における自殺対策を全庁で横断的に取り組み、健康市民であふれるまちづくりの実現

に向けた取組みを推進するため、犬山市自殺対策庁内連携会議（以下「連携会議」という。）

を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 連携会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 自殺対策に係る計画の策定及び推進に関すること。 

(2) 自殺対策に関する情報交換及び相互連携に関すること。 

(3) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。 

（委員） 

第３条 連携会議の委員は、健康福祉部健康推進課長並びに次の表に掲げる課等の課長補佐及び

統括主査のうちから選任する。 

部 課 

経営部 企画広報課 

総務課 

市民部 地域協働課 

多様性社会推進課 

市民課 

健康福祉部 福祉課 

障害者支援課 

高齢者支援課 

子育て支援課 

子ども未来課 

健康推進課 

経済環境部 産業課 

教育部 学校教育課 

文化推進課 

消防本部 消防署 
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（会長及び副会長） 

第４条 連携会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、健康福祉部健康推進課長をもって充てる。 

３ 副会長は、健康福祉部健康推進課の課長補佐をもって充てる。 

４ 会長は、連携会議を代表し、会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（招集及び議事） 

第５条 連携会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、会長及び副会

長が在任しないときの会議は、健康福祉部長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。 

４ 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くこ

とができる。 

（庶務） 

第６条 連携会議の庶務は、健康福祉部健康推進課において行う。 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、連携会議の運営について必要な事項は、会長が別に定め

る。 

附 則 

この要綱は、平成30年５月21日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年９月６日から施行する。 

 

 



 

69 

６ 計画策定の経緯 

 

年月日 内容 

令和５年 ８月８日 

【令和５年度第１回犬山市自殺対策推進協議会】 

〇犬山市の自殺の現状と対策について  

〇犬山市第２次自殺対策計画策定に向けたアンケート作成につ

いて 

 10月11日～ 

10月20日 
■犬山市民の健康づくりに関する意識調査の実施（児童・生徒） 

 10月11日～ 

11月３日 
■犬山市民の健康づくりに関する意識調査の実施（15歳以上） 

令和６年 ３月12日 

【令和５年度第２回犬山市自殺対策推進協議会】 

○犬山市自殺対策計画の評価・策定について  

・市民アンケートの結果について 

・グループヒアリングの実施について 

○犬山市の自殺対策の現状と取組について   

 
８月21日 

【令和６年度第１回犬山市自殺対策推進協議会】 

○第２次犬山市自殺対策計画（骨子案）の検討 

 
10月15日 

【令和６年度第１回犬山市自殺対策庁内連携会議】 

○第２次犬山市自殺対策計画（素案）の検討 

 
11月27日 

【令和６年度第２回犬山市自殺対策推進協議会】 

○第２次犬山市自殺対策計画（素案）の検討 

 

令和７年 

12月23日～ 

１月22日 
■パブリックコメントの実施 

 ２月19日 

【令和６年度第３回犬山市自殺対策推進協議会】（予定） 

〇パブリックコメントの実施結果について 

〇第２次犬山市自殺対策計画（案）の承認 
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７ 調査票 
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第２次犬山市自殺対策計画 
～かけがえのない命を守るために～ 

令和７(2025)年度～令和12(2030)年度 

 

計画策定の背景 

○犬山市では、平成31(2019)年３月に「犬山市自殺対策計画」を策定し、市民の誰もが自殺に追い込まれるこ

とのない社会の実現を目指し、みんなで生きることを支えるための取組を包括的に推進してきました。 

○令和６(2024)年度に「犬山市自殺対策計画」の計画期間が満了を迎えることから、本市の自殺対策をより

一層効果的に推進していくため、「第２次犬山市自殺対策計画」を策定しました。 

 

計画の位置づけ             計画の期間 

○本計画は、自殺対策基本法第13条第２項に定める「市町村

自殺対策計画」として策定したものです。 

○策定にあたり、上位計画である「犬山市総合計画」、「犬山

市地域福祉計画」との整合性を確保するとともに、本市の

関連計画や国の「自殺総合対策大綱」、愛知県の「愛知県自

殺対策推進計画」等との整合・連携を図ります。 

 

犬山市の自殺の現状 

○犬山市の年間自殺者数は７～14人の間で推移しており、令和５(2023)年は、10人となっています。 

○犬山市の自殺死亡率は9.4～18.8（人口10万対）で推移しています。人口規模が小さいため、変動が大き

くなっていますが、おおむね愛知県よりも低くなっています。 

［自殺者数と自殺死亡率］ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

資料：地域における自殺の基礎資料 

概要版 

○計画期間は、令和７(2025)年度から 

令和 12(2030)年度までの６年間と 

します。 
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１．市民一人ひとりの気づきの促進 

２．こころの健康づくりの推進 

基本理念と基本目標 

 

 

 

 

 

基本方針と施策の展開 

自殺対策等に関する教育・啓発 

 

 

○「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」となる自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能

力等を得るために、市民一人ひとりが、自殺対策の趣旨についての理解と関心を深めることが必要です。 

○こころの健康づくりの重要性を認識し、自らのこころの不調に気づいて適切に対処できるよう、こころの健

康づくりを推進するとともに、自殺対策などについての正しい知識や相談窓口に関する情報を発信します。 

 

 

 

 

 

 

  

自殺のリスクが高まるとき 

 

 

 

 

 

 

出典：一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター（JSCP） 

 

指標項目 
現状値 

令和５年度 
 目標値 

自殺者数（５年間平均・人） 9.4人 ▶ 9人以下 

自殺死亡率 

（５年間平均・人口10万対） 
12.8 ▶ 12.2以下 

 

支えあい つながり 

こころ豊かに暮らせるまち 犬山 

～誰もが生きやすいまちを目指して～ 

基本方針Ⅰ 

施 策  

基本理念 

 

基本目標 

 

市民・地域の取組 

〇こころの健康や、うつ病について関心を持ち、正しく理解しましょう。 

〇自らのこころの不調に気づき、早めに対処してこころの健康を保ちましょう。 

生きることの阻害要因 
・将来への不安や絶望  ・過重労働 

・失業や不安定雇用   ・借金や貧困 

・家族や周囲からの虐待、いじめ 

・病気、介護疲れ    ・役割喪失感 

・社会や地域に対する不信感   など 

生きることの促進要因 
・将来の夢 ・家族や友人との信頼関係 

・やりがいのある仕事や趣味  ・信仰 

・経済的な安定 

・ライフスキル（問題対処能力） 

・自己肯定感 

・社会や地域に対する信頼感 

・楽しかった過去の思い出 など 
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１．相談支援体制の充実  

２．自殺のリスク要因を減らすための支援の強化 

１．自殺対策を支える人材の確保・養成の推進 

２．地域・支援機関におけるネットワークの強化 

３．居場所づくりの推進 

          様々な悩みを抱える人に対する支援 

 

 

○「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」として想定される生活困窮者や精神疾患患者、孤独・孤立

の状況にある人、言語や文化が異なる外国人、性的マイノリティの人などが適切な支援を受けることができ

るよう、相談支援体制の充実を図ります。 

○「生きることの阻害要因(自殺のリスク要因)」を抱える人に対し、既存の自殺対策事業を充実させ、各関係

機関の連携強化を図ることにより、本人の状態に応じた包括的な支援を推進します。 
 

 

 

 

 

自殺対策を支援する環境の整備 

 

 

 

○市民一人ひとりが身近にいるかもしれない自殺を考えている人の存在に気づき、見守り、お互いに声をか

けあい、相談しやすい地域づくりを促進するために、ゲートキーパーをはじめとする自殺対策にかかる人

材の確保・養成を推進します。 

○自殺対策は、市、関係機関、民間団体、市民等が協働して推進することが必要です。地域・関係機関との

連携や情報交換を行い、ネットワークを強化します。 

○地域とのつながりや社会参加を促し居場所づくりなどの支援を推進することで、孤独・孤立の防止に努め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇外国人や障害者などへの理解を深め、多様な方法でわかりやすく伝えることを意識しましょう。 

〇相談機関・窓口を把握しましょう。 

〇悩みがあったらひとりで抱え込まず、身近な人や相談窓口に相談しましょう。 

〇様々な地域活動に関心を持ち、参加できそうな活動に参加して交流を図りましょう。 

〇悩みを抱える人に気づいたら、相談機関窓口へつなげましょう。 

〇誰もが気軽に集まれる居場所や社会参加をする機会をつくりましょう。 

基本方針Ⅱ 

施 策  

市民・地域の取組 

基本方針Ⅲ 

施 策  

市民・地域の取組 
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悩んでいる人にできること ～ゲートキーパーになろう！～ 

○身近な人が悩んでいることに気づいたら、やさしく声をかけ、話を聴きましょう。 

○必要であれば、専門機関や相談機関につなぎ、あたたかく見守りましょう。 

○次の４つの役割のうちどれか一つでも、悩んでいる方にとっては大きな支えとなります。 

 

 

 

 

 
 

 

       ライフステージ別の対策 

○自殺に至るリスクはライフステージごとに特徴があると考えられることから、それぞれの原因や背景に応

じた施策を推進していきます。本計画においては、「こども・子育て期」、「成人期」、「高齢期」のそれぞれ

の課題に応じた多様な視点で「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」を増やすとともに、「生き

ることの阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らすための施策を推進します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                            まもるくん     きくよちゃん 

                                                                                                   

 

 

 

 

第２次犬山市自殺対策計画 概要版 

令和７（2025）年３月 

発行・編集 犬山市役所 健康福祉部 健康推進課 

〒484-0061 犬山市大字前原字橋爪山 15 番地 2 犬山市民健康館「さら・さくら」 

TEL：0568-63-3800 FAX：0568-65-3080 

基本方針Ⅳ 

Ⅲ 

ゲートキーパーになって

支援の輪を広げて 

みませんか？ 

犬山市でも 
ゲートキーパー講座を 
実施しています。 

主な相談窓口は 

ホームページをご覧ください。 

 

犬山市自殺対策計画 

専属キャラクター 

『命を守る』 『話を聴くよ』 

①変化に気づく

「どうしたの？」

「無理してない？」

③つなぐ

「こんな窓口があるよ」

「一緒に行ってみない？」

④見守る

「いつも見守ってるよ」

「おはよう。調子どう？」

②耳を傾ける

「がんばってるね」

「話してくれてありがとう」



地域自殺実態プロファイル２０２４年更新版（概要）
出展：厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター

１．犬山市の自殺者数の推移
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２．犬山市 ・年代別自殺者割合  ２０１9～２０２3合計値に対して 

３．６０歳以上の自殺者数の内訳
資料3

割合自殺者数

  人の   し   し  

             歳代

                歳代

             歳以上

            歳代

               歳代

            歳以上

      合計

  割 
  者  

4.地域の主 自殺者の特徴

       
自殺       

自殺    
（      ）

  自殺  
（ 年 ）

自殺         

       生     の      
      自殺

          人１ ：  ６０歳以上
    

      労   の人   の   
  の        自殺

          人２ ：    ～  歳
    

             自殺        人３ ：  ６０歳以上
    

   生         の  
      自殺

          人  ：    ～  歳
    

        別・ 別     
  生  の   自殺

         人  ：  ６０歳以上
    

 ：自殺   の 出の い 人         ２年             計  に     に推計し  の
  ：   に る主 自殺の           ン  自殺            に推定し  の 自殺者の特 別

に て代    え  る  の一   して     の    一の の   い  に  い    い 

【愛知県犬山市】推奨さ る重点パッケージ

◎高齢者 ◎生 困窮者 ◎勤 ・ 営


